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＊＊ごあいさつ＊＊ 

 

近年、少子高齢化や核家族化が進展し、地域コミュニティのつな

がりが希薄化するなか、住民の皆様が安全で安心した暮らしを送る

ことができるよう、地域住民や行政、社会福祉関係者が相互に協力

し、複雑化・複合化する様々な福祉課題の解決に取り組むことの重

要性が高まっております。 

 

本市では、平成２９年度に策定した「北秋田市第１次地域福祉計

画・第１次地域福祉活動計画」に基づき、北秋田市社会福祉協議会

と協調しながら、各種相談支援体制の充実など地域における基盤整

備を進め、地域福祉の充実を図ってまいりました。 

 

この間、高齢化の進行や社会経済の担い手の減少による地域活力の低下など社会構造の変化

に伴い、個人や世帯が抱える課題が複雑化するなか、これらの課題に対応するため、地域住民

をはじめ行政や各関係機関が支えあい、一人ひとりが生きがいを持って、地域を共に創ってい

く「地域共生社会」の実現に向けて、今回の「北秋田市第２次地域福祉計画・第２次地域福祉

活動計画」を策定しました。 

 

本市では、この計画に基づき、様々な主体がそれぞれの課題に対して分野横断的に連携し、

複雑化・複合化した課題を「丸ごと」支援する包括的支援体制の充実を図るとともに、住民の

主体的な支えあいをさらに育み、地域における課題を「我が事」として考える地域づくりを進

めていきたいと考えております。 

 

今後も、市民の皆様や地域団体、各関係機関と連携し、本計画の基本理念である「お互いが 

尊敬し支えあう 明るいまちづくり」に取り組んでまいりますので、なお一層のご理解とご協

力を賜りますようお願い申し上げます。 

 

結びに、本計画の策定にあたりご尽力を賜りました策定委員会の委員の皆様をはじめ、地域

において貴重なご意見やご提言をいただきました市民の皆様、共に計画策定に取り組みました

社会福祉協議会の皆様に心から感謝を申し上げます。 

 

 

 

 

令和３年３月 

 

北秋田市長 津谷 永光   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



＊＊ごあいさつ＊＊ 

 

コロナパンデミックの下、日本の社会も厳しい状況に置かれていま

す。そうした中で、当会の職員も限られた人員の中で、質の高い安定

した介護サービスの提供をはじめ、生きづらさに直面している方への

相談支援、また、今だからこそ必要とされている地域内のつながりづ

くりなど、福祉の最前線で、地域の皆様や関係機関の協力のもと、弱

い立場にある人の生活を支えるべく奮闘しております。 

 

さて、この度、北秋田市行政とタイアップして「北秋田市第２次地

域福祉計画・第２次地域福祉活動計画」を策定する機会をいただきま

した。行政とのパートナーシップを深めながら、現場第一主義で常に業務改善に取り組む民間組

織としての社協メリットを地域福祉づくりに活かして参ります。 

 

地域福祉計画・地域福祉活動計画の策定が法律に規定された背景には、中央集権による「制度

としての福祉」だけに頼るのではなく、地方自治体や関係団体が、それぞれの地域のニーズにあ

った対応策を検討して、住民主体の福祉活動によって課題解決を図ることへの期待があります。

併せて、複雑化・複合化した支援ニーズに対する包括的な支援体制の責務を明らかにする目的も

あります。 

その意味では、それぞれの地方自治体や関係団体に福祉課題解決のためのガバナンスの強化が

求められているといえます。 

 

 今後もポストコロナにおける構造変化、経済格差の進行、あるいは、福祉人材減少による担い

手不足、気候変動による災害の多発など、大きな社会変化は必至です。危機意識を土台とした確

固たる経営戦略のもと、時代の変化に対応しながら、「誰一人取り残さない持続可能で多様性と

包摂性のある社会」の実現に向けて着眼大局着手小局でプランを実行して参ります。 

 

結びに、本計画策定にあたり、貴重なご意見、ご提言、ご助言をくださった策定委員の皆様

はじめ、市民の皆様、関係機関の皆様に、心より御礼を申し上げるとともに、今後も北秋田の

地域福祉づくりへのご理解と協働をお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

令和３年３月 

社会福祉法人 北秋田市社会福祉協議会 

会長  髙坂 祐司    
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第１章 計画の策定にあたって 

１ 計画策定の背景と目的 

わが国は人口減少社会となり、少子高齢化がさらに進む中、生活様式の多様化と家

族形態の変化、地域のつながりの希薄化などが見受けられます。このような変化が

様々な社会問題に影響を及ぼしていると言われており、地域を取り巻く環境の変化に

より、住民の暮らしにおける福祉生活課題は複合化・複雑化しています。 

支援が必要な人に対しては行政による措置や福祉等のサービス等が行われてきま

したが、福祉ニーズは高まっており、保健福祉施策は持続可能な制度になるように改

革が進められています。それは人口の多い、いわゆる団塊の世代が後期高齢者となる

令和7年（2025年）を目途に推進されており、地域がどのように考え、取り組むか

で地域の姿も変わっていくことが考えられます。 

これからの福祉や生活支援の取り組みは個人の尊厳を尊重する視点から、一人ひと

りの生活全般に着目し、介護や支援が必要な状況となっても、できる限り住み慣れた

地域でその人らしく暮らし続けられるための支援を基本に考えられています。しか

し、これまでの分野別の福祉では対応できない「制度の狭間」といわれる複雑な福祉

生活課題もみられます。このため、地域全体で支える力を再構築して解決に取り組み、

包括的に相談・支援を行う必要性が高まっています。 

本計画は、地域を取り巻く現状と課題を十分に踏まえつつ、これまでの各種保健福

祉施策の充実を図るとともに、地域ぐるみで丸ごと支える仕組みづくりを進めるため

の指針として策定します。 

 

 

２ 地域福祉とは 

「地域福祉」とは、誰もが住み慣れた地域で、安心していきいきと暮らしていくた

めに、地域住民や行政、社会福祉関係者がお互いに協力して地域社会の福祉生活課題

の解決に取り組む考え方です。 

地域で孤立することなく、お互いに支えあい、いきいきと生活していくために、一

人ひとりの意識の向上と実践（自助）、地域での互助・支えあい活動の充実（共助）、

行政などによる福祉サービスの推進（公助）が協働して、課題を解決するための関係

づくりや活動を行う支えあいの福祉ととらえています。 
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○社会福祉法より抜粋 ※2021（令和３）年４月１日施行 

 

（目的） 

第１条  この法律は、社会福祉を目的とする事業の全分野における共通的基本事項を定め、社会福

祉を目的とする他の法律と相まって、福祉サービスの利用者の利益の保護及び地域における

社会福祉（以下「地域福祉」という。）の推進を図るとともに、社会福祉事業の公明かつ適正

な実施の確保及び社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図り、もつて社会福祉の増進に

資することを目的とする。 

 

（地域福祉の推進） 

第４条  地域福祉の推進は、地域住民が相互に人格と個性を尊重し合いながら、参加し、共生する

地域社会の実現を目指して行われなければならない。 

１ 地域住民、社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を行う者

は、相互に協力し、福祉サービスを必要とする地域住民が地域社会を構成する一員として日

常生活を営み、社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会が与えられるよ

うに、地域福祉の推進に努めなければならない。 

２ 地域住民等は、地域福祉の推進に当たっては、福祉サービスを必要とする地域住民及びそ

の世帯が抱える福祉、介護、介護予防（要介護状態若しくは要支援状態となることの予防又

は要介護状態若しくは要支援状態の軽減若しくは悪化の防止をいう。）、保健医療、住まい、

就労及び教育に関する課題、福祉サービスを必要とする地域住民の地域社会からの孤立その

他の福祉サービスを必要とする地域住民が日常生活を営み、あらゆる分野の活動に参加する

機会が確保される上での各般の課題（以下「地域生活課題」という。）を把握し、地域生活課

題の解決に資する支援を行う関係機関（以下「支援関係機関」という。）との連携等によりそ

の解決を図るよう特に留意するものとする。 

 

（市町村地域福祉計画） 

第 107 条 市町村は、地域福祉の推進に関する事項として次に掲げる事項を一体的に定める計画（以

下「市町村地域福祉計画」という。）を策定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、

住民、社会福祉を目的とする事業を経営する者その他社会福祉に関する活動を行う者の意

見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めるとともに、その内容を公表するよう

努めるものとする。 

一 地域における高齢者の福祉、障害者の福祉、児童の福祉その他の福祉に関し、共通して取

り組むべき事項 

二 地域における福祉サービスの適切な利用の推進に関する事項 

三 地域における社会福祉を目的とする事業の健全な発達に関する事項 

四 地域福祉に関する活動への住民の参加の促進に関する事項 

五 地域生活課題の解決に資する支援が包括的に提供される体制の整備に関する事項 
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（市町村社会福祉協議会及び地区社会福祉協議会） 

第１０９条 市町村社会福祉協議会は、一又は同一都道府県内の二以上の市町村の区域内において次

に掲げる事業を行うことにより地域福祉の推進を図ることを目的とする団体であって、そ

の区域内における社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を行

う者が参加し、かつ、指定都市にあってはその区域内における地区社会福祉協議会の過半

数及び社会福祉事業又は更生保護事業を経営する者の過半数が、指定都市以外の市及び町

村にあってはその区域内における社会福祉事業又は更生保護事業を経営する者の過半数が

参加するものとする。 

一 社会福祉を目的とする事業の企画及び実施 

二 社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助 

三 社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及、宣伝、連絡、調整及び助成 

四 前三号に掲げる事業のほか、社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図るために必要

な事業 

 

 

□地域福祉の取り組みイメージ 

  

・住民一人ひとりの努力 

・家族での話しあい 
・生きがい・健康づくり 

 自分や家族による 

自助努力 

自助 

・隣近所や友人・知人との助
けあいや支えあい 

・地域における福祉活動 

・行政区活動 
・ボランティア活動 
・社会福祉協議会活動 

 隣近所の助けあい

行政区などによる

支えあい 

互助・共助 

・公的福祉サービス 

・サービス情報の提供 
・人材の育成 
・各主体との連携や協働の

促進 

 公的機関による 

サービスの供給 

公助 

地域福祉 

 

自助、互助・共助、

公助がともに関わり

あい、地域にあった

取り組みを行うこと 
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３ 計画の位置づけ 

「地域福祉計画」とは、社会福祉法第107条の規定に基づき、「地域の助けあいに

よる福祉（地域福祉）」を推進するために、人と人とのつながりを基本として、「顔の

見える関係づくり」、「ともに生きる社会づくり」を目指すための「理念」と「仕組み」

をつくる計画であり、市町村が行政計画として策定し、住民や地域、行政が、地域福

祉を推進するための基本的指針となるもので、また、「地域福祉活動計画」とは、社

会福祉法第１０９条の規定に基づく社会福祉協議会が策定する計画であり、「地域福

祉計画」で定められた基本的指針を具体的に実践していくための活動・行動計画とな

るものです。この両計画を一体的に策定することで、地域福祉の推進に向けて目指す

べき方向と具体的な取り組みを整理し、より実践的な取り組みへとつなげていきま

す。 

「地域福祉計画」は、北秋田市総合計画を最上位計画とし、保健福祉の分野別計画

（北秋田市障がい福祉計画・障がい児福祉計画、北秋田市高齢者福祉計画・介護保険

事業計画、北秋田市子ども・子育て支援事業計画等）の上位計画として位置づけられ、

他の分野の計画と整合を図りながら進める計画です。 

また本計画は、成年後見制度の利用の促進に関する法律に基づき市町村が定める

「成年後見制度利用促進基本計画」を包含するものです。 

 

 

 

 

 

  

第２次北秋田市総合計画 

（基本構造・基本計画） 

北秋田市の福祉関連計画 

第２次地域福祉計画 

住民の皆様が、住み慣れた地域で、自分らしい暮らしができるように、
地域における今後の福祉の方向性を示すための計画です。 

計画の目的 

・福祉サービスの適切な利用促進 

・社会福祉を目的とする事業の健全な発達 
・社会福祉に関する活動への住民の参加の促進 

取り組み 

第２次地域福祉活動計画 

（北秋田市社会福祉協議会） 

第３次障がい者計画 
第６期障がい福祉計画 

第２期障がい児福祉計画 

高齢者福祉計画・ 
第８期介護保険事業計画 

第２期子ども・子育て 
支援事業計画 

北秋田市地域防災計画 

北秋田市内のその他の計画 

けんこう北秋田２１ 

北秋田市新医療整備 
基本構造 

第３次 

北秋田市男女共同参画計画 

整 合 
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４ 計画の期間 

計画期間は、令和３年度から令和７年度までの５年間とし、必要に応じて見直しを行

うこととします。 

 

2016年度 

(H28年度) 

2017年度 

(H29年度) 

2018年度 

(H30年度) 

2019年度 

(R 元年度) 

2020年度 

(R2年度) 

2021年度 

(R3年度) 

2022年度 

(R4年度) 

2023年度 

(R5年度) 

2024年度 

(R6年度) 

2025年度 

(R7年度) 

          

 

５ 計画の策定体制 

本計画の策定にあたっては、学識経験者、福祉関係者、保健医療関係者、地域団体関

係者からなる「北秋田市地域福祉計画・地域福祉活動計画策定委員会」により協議いた

だきました。また、市民意識調査、市民意見募集（パブリックコメント）を行い、地域の

状況及び課題などを把握するとともに、住民の意見をいただき、計画の基礎としました。 

 

６ 推進体制 

地域の多様な課題やニーズに対応していくためには、地域住民をはじめとする様々

な主体が連携・協働し、地域福祉の向上を進めていくことが必要です。 

本計画で掲げる基本理念の実現に向けて、市、社会福祉協議会、市民、地域がそれ

ぞれの役割を認識し、課題を共有した上で互いに協力しながら取り組み、地域住民を

主体とする地域福祉活動を推進します。 

また、誰もが住み慣れた地域で支えあいながら安心して暮らせる地域共生社会をつ

くっていくため、地域福祉に関わる、自治会、民生委員・児童委員、関係機関、その

他地域支援者などが連携・協働して地域福祉を支えるネットワークを構築することに

より、本計画の推進を図ります。 
 
 

  

第６期計画 

第１次 地域福祉計画 

地域福祉活動計画 

高齢者福祉計画・ 
第７期介護保険事業計画 

第２次北秋田市総合計画（前期） 第２次北秋田市総合計画（後期） 

第２次 地域福祉計画 
地域福祉活動計画 

高齢者福祉計画・ 
第８期介護保険事業計画 

第９期事業計画 

第４次計画 

第７期計画・ 
第３期計画 

第３次障がい者計画 

第５期障がい福祉計画・ 
第１期障がい児福祉計画 

第６期障がい福祉計画・ 
第２期障がい児福祉計画 

第２次計画 

第４期計画 

第１期子ども・子育て支援事業計画 第２期子ども・子育て支援事業計画  
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■市の役割 

市は、市民の福祉の向上を目指して福祉施策を効率的・効果的に推進し、公的な福

祉サービスを適切に運営していく役割を担っています。 

多様化・複雑化する福祉生活課題に柔軟に対応するため、全庁的な体制を整え、横

断的な視点で施策を推進します。また、地域福祉に関わる関係機関や団体などとの連

携を強化します。 

さらに、地域福祉への市民の参画を促すために、参加の機会提供の充実に努めると

ともに、情報提供の充実を図り、地域で安心して暮らせる社会づくりの整備に努めま

す。 

 

 

■社会福祉協議会の役割 

社会福祉協議会は、地域福祉の推進の中核を担う組織であり、地域福祉活動を活性化

し、さらに展開していくためのサポートをする役割を担っています。 

そのため、地域福祉活動の現場に積極的に出向き、住民とともに考え、ともに活動し

ていきながら、自治会をはじめとする地域福祉活動の協力者と積極的に交流します。 

また、地域福祉を支えるボランティアの活動支援や新たな人材発掘と育成、住民が

必要としている情報を収集・発信する情報拠点づくり、個々のニーズと福祉サービス

をつなげる調整機能など、社会福祉協議会が持つ専門的な知識と多様な団体・機関と

協働できる特性をいかした事業展開を進めます。 

 

 

■市民の役割 

地域の構成員としての意識を持ち、本計画に位置づけた「市民一人ひとりができる

こと」を参考にしながら、積極的に地域福祉活動に参加・協力することが重要です。 

支えられることを期待するのではなく、支え合える関係を自ら構築するために、日

頃からの関係づくりに取り組む必要があります。また、自らが支える立場にもあるこ

とを自覚し、声かけや手伝いなど、身近で取り組める小さなことから始めていくこと

が期待されます。 

また、地域福祉の担い手として、地域の集まりや活動、地域福祉活動に役立つ研修

や講座等に積極的に参加することが望まれます。 
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■地域の役割 

住民組織やボランティア団体、福祉関係団体は、市民にとって最も身近な組織であ

り、市民が具体的な活動への第一歩を踏み出すきっかけづくりとしての役割が期待さ

れます。 

より多くの市民が地域福祉活動に関われるよう、自治会や各団体は、市民への積極

的な情報発信を行うとともに交流を深め、市や社会福祉協議会との連携を強化するこ

とによって、活躍したい人がいかされる環境を整えることが望まれます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

市全体で 

取り組む 

地域に暮らす誰もが幸せな生活を送れるように 

市民・団体・行政の役割と連携を明確にした 

支えあう仕組みをつくる 

地区ごとに特色のある 

ネットワークや資源を 

生かすことが基本 

地区 

地域の絆 
（祭り等） 

スポーツ 
団体 

文化活動 
団体 

学校や 
公民館等 

福祉団体 
や事業所 

民生委員 
児童委員 

地区ごとの 

課題解決

に向けて 
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33,224

30,046 29,423 28,800 28,177 27,554
26,930

23,926

18,420 13,582

9,789

8.8 8.2 8.1 8.0 7.9 7.8 7.6 7.2 6.5 6.1 5.7

50.3
46.9 46.5 46.0 45.6 45.1

44.6
42.4 39.9 37.5

36.3

40.8
44.9 45.4 46.0 46.6 47.2

47.8 50.4
53.6

56.3
58.0

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

0

7,000

14,000

21,000

28,000

35,000

平成27年

（2015）

令和2年

（2020）

令和3年

（2021）

令和4年

（2022）

令和5年

（2023）

令和6年

（2024）

令和7年

（2025）

令和12年

（2030）

令和22年

（2040）

令和32年

（2050）

令和42年

（2060）

総人口 15歳未満人口 15～64歳人口 65歳以上人口

（人） （％）

推計値実績値

第２章 地域福祉を取り巻く北秋田市の現状と課題 

１ 北秋田市の現状 

■人口の推移・推計 

国勢調査（平成27年）での人口を基に、国立社会保障・人口問題研究所が行った

平成30年3月推計を用いた推計では、本計画期間（令和３年度から令和７年度）及び

令和12年以降も総人口及び年齢3区分人口は、減少推移が続くと見込まれます。人口

構造の推移は、総人口に対する65歳以上人口割合が増加する一方で、15歳未満人口

割合と15～64歳人口割合が減少しており、少子高齢化の進行がみられます。 

□人口の推移・推計（国立社会保障・人口問題研究所 平成 30 年３月推計）（北秋田市後期

基本計画） 
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■世帯構成 

住民基本台帳によると、平成27年は人口が34,807人、14,321世帯でしたが、令

和２年は人口が31,475人で14,016世帯となっています。１世帯あたり人員も緩や

かに減少しており、令和２年には2.25人となっています。 

□人口・１世帯あたり人員の推移（各年４月１日現在・住民基本台帳） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国勢調査によると、総世帯数は、平成22年が12,771世帯、平成27年は12,162

世帯に減少しており、単独世帯の割合が増加しています。 

高齢者のいる世帯数は、平成27年には8,371世帯であり、総世帯数に対して

68.8％を占めています。 

□世帯構成（平成 22、27 年・国勢調査） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

34,807 34,129 33,505 32,837 32,216 31,475

14,321 14,217 14,215 14,155 14,104 14,016

2.43 2.40 2.36 2.32 2.28 2.25

0.00

0.40

0.80

1.20

1.60

2.00

2.40

2.80

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 平成31年 令和２年

総人口（人） 総世帯（世帯） １世帯あたり構成人員（人）

23.2

20.7

26.1

23.6

単独世帯

24.0

23.4

22.3

22.4

夫婦のみ

9.8

8.9

17.5

17.6

夫婦と子供

11.2

9.8

10.5

9.4

ひとり親と子供

31.3

36.9

23.3

26.6

同居親族世帯

0.4

0.2

0.4

0.3

非親族世帯

平成27年

平成22年

平成27年

平成22年

（％）

65歳

以上

世帯

員あり

核家族世帯

総数
(12,771)

(12,162)

(8,442)

(8,371)

※（母数：世帯数）に家族類型「不詳」を含む。割合は「不詳」を除いて算出。
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■要支援・要介護認定者数の推移 

要支援・要介護認定者数は減少傾向となっておりましたが、令和元年度以降は増加

傾向で、令和２年度には2,825人となっています。 

□要支援・要介護認定者数（各年９月末現在 介護保険事業状況報告） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※要支援： 日常生活上の基本的動作は、ほぼ自分で行うことが可能であるが、日常生活動作の介助や現在の状態

の防止により要介護状態となることの予防に資するよう手段的日常生活動作について何らかの支援を

要する状態。１、２の２段階に分類される。 

※要介護： 日常生活上の基本的動作を自分で行うことが困難であり、何らかの介護を要する状態。１～５の５段

階に分類される。 

※認定率： 第１号被保険者に対する要支援・要介護認定者の割合。 

  

273 273 216 175 171 196 228

306 286 256 245 224 231 238

521 544 595 583 594 623 627

515 504 500 509 514 534 553

400 443 445 460 437 419 429

431 405 433 442 476 449 420

401 415 396 347 322 326 330

21.2% 21.2% 20.9%
20.4% 20.2% 20.6% 21.0%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度

要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２

要介護３ 要介護４ 要介護５ 認定率

（人）
2,847 2,870 2,841 2,761 2,738 2,778 2,825
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■障がい者（児）の推移 

令和元年度の障害者手帳交付状況をみると、身体障がい者は1,788人、知的障がい

者は355人、精神障がい者は243人となっています。平成27年度から令和元年度に

かけては、身体障がい者は減少傾向で推移していますが、精神障がい者が大きく増加

しています。 

□障害者手帳交付状況（福祉課） 

 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 

身体障害

者 手 帳

（人） 

肢体不自由 1,300 1,207 1,184 1,086 1,028 

聴覚平衡障害 164 149 149 129 124 

視覚障害 114 97 106 90 90 

言語障害 26 23 26 21 23 

内部障害 556 523 565 531 523 

小計 2,160 1,999 2,030 1,857 1,788 

療 育 手 帳 （ 知 的 障 が い ）

（人） 
368 356 322 351 355 

精神障害者保健福祉手帳

（精神障がい）（人） 
202 209 214 236 243 

合計 2,730 2,564 2,566 2,444 2,386 

 

■生活保護の状況 

保護世帯数は330世帯台で推移しており、令和元年度は336世帯、人数は402人

となっています。扶助別内容では医療扶助、介護扶助が増加しています。 

□生活保護受給状況（福祉課） 

 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 

保護世帯（世帯） 331 338 333 330 336 

人数（人） 403 418 412 400 402 

扶助別

内容

（件） 

生活扶助 339 346 340 324 330 

住宅扶助 196 207 208 200 206 

教育扶助 11 11 9 8 5 

医療扶助 321 336 338 340 345 

介護扶助 82 82 82 85 90 

その他 8 10 8 6 5 
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■生活困窮の状況 

生活困窮者自立支援制度利用者は、新規相談件数及び延べ支援回数ともに平成30

年度までは減少傾向となっていましたが、令和元年度は増加に転じ、それぞれ94件、

プラン作成は12件となっています。 

□生活困窮者自立支援制度相談状況（社会福祉協議会） 

 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 

新規相談件数（件） 86 71 62 94 

プラン作成（件） 24 11 8 12 

 

■虐待に関する相談等の状況 

令和元年度の虐待相談等は、児童虐待の相談件数は増加傾向にあり、令和元年度は

23件となっています。高齢者の相談・通報件数は減少傾向にあります。 

□児童虐待相談受付件数（福祉課） 

 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 

相談件数（件） 8 3 3 9 23 

□障がい者虐待件数（福祉課） 

 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 

通報件数（件） 0 0 0 0 0 

□高齢者虐待件数（高齢福祉課） 

 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 

相談・通報件数

（件） 
－ 80 174 71 45 
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２ 地域福祉に関わる市民の声 

本計画の策定にあたり、広く市民の皆さんから地域福祉に関する意見を把握し、課

題や取り組みの検討に役立てていくため、市民意識調査や市民意見募集（パブリック

コメント）などを行い、様々な意見を反映して策定しました。 

（１）調査概要 

市民が市政全般についてどのような意識を持っているか把握し、今後の市政運営や

政策立案の基礎資料とするために実施した市民意識調査から、地域福祉に関わる結果

を整理しました。 

調査対象：北秋田市の住民の中から、無作為抽出による2,000人 

調査時期：令和２年９月４日（金）～９月18日（金） 

回 収 数：937件（回収率：46.9％） 

 

（２）地域での暮らしや地域との関わりについて 

①あなたが住んでいる地区は、暮らしやすいと思いますか。 

全体では、「どちらかというと暮らしやすい」が53.7％と最も多く、「暮らしやす

い」の22.7％と合わせて、『暮らしやすい』は76.4％に上ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

問１　住んでいる地区の暮らしやすさ〔％〕

N =

全　　　体 937

１０歳代・２０歳
代

35

３０歳代 56

４０歳代 84

５０歳代 130

６０歳代 219

７０歳以上 394

22.7

17.1

17.9

16.7

23.8

18.3

27.2

53.7

34.3

69.6

54.8

56.2

57.1

50.5

16.5

31.4

7.1

17.9

16.2

18.7

15.2

4.5

17.1

3.6

8.3

2.3

3.2

3.8

2.6

1.8

2.4

1.5

2.7

3.3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

暮らしやすい どちらかというと暮らしやすい どちらかというと暮らしにくい

暮らしにくい 無 回 答
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②あなたは、ご近所とどの程度のつきあいをされていますか。 

全体では、「立ち話程度をする人がいる」が39.2％と最も多く、「あいさつをかわ

す人がいる」が26.3％、「気軽に相談できる人がいる」が26.1％と続いています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③あなたは、住んでいる地域で、日ごろから心配なこと、困っていることがあります

か。それはどのようなことですか。 

全体では、「高齢者世帯が増えていること」が65.4％と特に多く、「買い物できる

ところが近くにないこと」が33.8％、「空き家が増えていること、空き家などの管理

に関すること」が31.6％、「公共交通などの利用が不便なこと」が29.9％と続いて

います。 

困っていることの内容については、主に「移動手段・買い物」、「除雪」、「地域の集

まり」があり、具体的には「公共交通が不便で、買い物、通院が厳しい」、「地域に高

齢者が多く、除雪ができない」、「高齢者が増え、地域の集まりに参加する人が少なく、

友達や繋がりがほしい」があります。 

 

 

 

  

問２　ご近所とのつきあいの程度〔％〕

N =

全　　　体 937

１０歳代・２０歳
代

35

３０歳代 56

４０歳代 84

５０歳代 130

６０歳代 219

７０歳以上 394

26.1

8.6

3.6

19.0

16.2

21.0

38.3

39.2

17.1

21.4

31.0

38.5

50.2

39.8

26.3

45.7

64.3

40.5

36.9

20.1

16.0

6.4

28.6

8.9

7.1

6.9

6.4

3.8

2.0

1.8

2.4

1.5

2.3

2.0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

気軽に相談できる人がいる 立ち話程度をする人がいる あいさつをかわす人がいる

ほとんどつきあいがない 無 回 答
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問３　住んでいる地域で、日ごろから心配なこと〔％・複数回答〕
N = 937

％

高齢者世帯が増えている
こと

災害時の避難場所や避
難方法がわからないこと

災害時に支援が必要な人
が増えていること

災害など非常時の声かけ
や協力体制ができていな
いこと

犯罪に巻き込まれそうに
なったり、地域の防犯活
動が不十分なこと

ごみの出し方、出す日な
どのルールが守られない
こと

ペットのふんの処理や、
ペットの飼育問題に関す
ること

ご近所や地域の人とのつ
きあいが疎遠になってい
ること

地域の集まりや交流の場
が少ないこと

地域の決まり事が多いこ
と

地域の役職や行事などの
負担が大きいこと

地域の中で協力体制がで
きていないこと

空き家が増えていること、
空き家などの管理に関す
ること

道路が狭い、危ない場所
があること

公共交通などの利用が不
便なこと

買い物できるところが近く
にないこと

除雪や雪下ろしができな
いこと

通院ができないこと

個人情報、プライバシー
保護に関すること

虐待にあたることをみたり
聞いたりしたこと

その他

特にない

無　回　答

65.4

13.2

24.1

18.0

4.5

6.5

11.8

15.0

13.4

3.8

6.5

6.5

31.6

14.6

29.9

33.8

15.0

8.3

3.3

0.4

3.1

8.4

2.8

51.4

11.4

11.4

5.7

2.9

2.9

5.7

5.7

8.6

8.6

0.0

2.9

14.3

31.4

31.4

34.3

2.9

2.9

11.4

0.0

5.7

11.4

2.9

48.2

12.5

23.2

14.3

5.4

1.8

8.9

5.4

3.6

1.8

8.9

0.0

19.6

25.0

25.0

19.6

3.6

1.8

1.8

0.0

1.8

16.1

3.6

59.5

11.9

29.8

9.5

4.8

3.6

13.1

10.7

10.7

7.1

11.9

6.0

27.4

23.8

27.4

25.0

8.3

4.8

6.0

0.0

4.8

11.9

3.6

61.5

13.1

24.6

13.8

2.3

5.4

6.9

10.8

5.4

4.6

8.5

4.6

28.5

22.3

30.0

27.7

12.3

6.2

4.6

0.0

2.3

10.0

2.3

72.1

11.4

26.9

21.0

3.7

7.3

14.2

15.1

10.5

4.6

9.6

7.3

38.4

11.0

32.0

37.0

12.8

8.2

1.8

0.5

3.2

5.9

1.4

68.3

14.2

22.1

20.8

5.1

7.9

12.7

19.3

20.1

2.5

3.6

8.1

32.7

8.4

29.7

37.1

21.6

11.4

2.5

0.5

3.0

7.4

3.6

0 10 20 30 40 50 60 70 80

全 体 １０歳代・２０歳代 ３０歳代 ４０歳代

５０歳代 ６０歳代 ７０歳以上
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④あなたは、地域の様々な課題を解決していくために、住民同士の自主的な支えあい

助けあいが必要だと思いますか。 

全体では、「必要だと思う」が80.4％と多くを占め、「必要だと思わない」が14.8％

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

問４　地域の課題解決のため、住民同士の支え合いの必要性〔％〕

N =

全　　　体 937

１０歳代・２０歳
代

35

３０歳代 56

４０歳代 84

５０歳代 130

６０歳代 219

７０歳以上 394

80.4

65.7

75.0

88.1

78.5

79.0

82.5

14.8

34.3

23.2

8.3

20.0

18.7

9.6

4.8

1.8

3.6

1.5

2.3

7.9

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

必要だと思う 必要だと思わない 無 回 答
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⑤防災対策として、地域の活動で重要だと思うことは何ですか。 

全体では、「隣近所での声のかけあい」が74.7％と多く、「相互に安否確認する体

制づくり」が42.8％、「避難に支援が必要な人の情報共有」が38.6％、「避難場所・

施設の環境整備」が38.0％と続いています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

問10　防災対策として、地域の活動で重要なこと〔％・複数回答〕
N = 937

％

隣近所での声のかけあい

避難場所・施設の環境整
備

相互に安否確認する体制
づくり

避難に支援が必要な人の
情報共有

日ごろからの避難や救助
の訓練

避難場所までのわかりや
すい案内

災害被害や復旧について
の相談

その他

特にない

無　回　答

74.7

38.0

42.8

38.6

23.9

23.2

14.6

0.9

3.1

3.0

40.0

60.0

28.6

25.7

17.1

31.4

8.6

0.0

0.0

0.0

62.5

46.4

44.6

39.3

17.9

23.2

26.8

0.0

3.6

1.8

65.5

44.0

38.1

47.6

20.2

33.3

22.6

0.0

0.0

3.6

66.9

42.3

42.3

45.4

21.5

18.5

12.3

0.8

3.8

2.3

79.5

38.8

47.9

44.7

27.4

20.5

12.8

0.5

3.2

2.3

81.7

32.2

42.6

32.7

24.9

23.4

13.7

1.3

3.3

3.8

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

全 体 １０歳代・２０歳代 ３０歳代 ４０歳代

５０歳代 ６０歳代 ７０歳以上
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⑥あなたの身の回りに、災害発生時に避難行動の補助をお願いできる人はいますか。 

全体では、「いる」が43.2％と多く、「今は必要ない」が31.9％、「いない」が21.3％

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦あなたの身の回りに、除雪や雪下ろしをお願いできる人はいますか。 

全体では、「今は必要ない」が34.3％、「いる」が33.7％と多く、「いない」が25.2％

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

問14　災害発生時に避難行動の補助をお願いできる人の有無〔％〕

N =

全　　　体 937

１０歳代・２０歳
代

35

３０歳代 56

４０歳代 84

５０歳代 130

６０歳代 219

７０歳以上 394

43.2

31.4

39.3

41.7

33.1

36.1

51.8

21.3

22.9

23.2

19.0

24.6

20.5

20.3

31.9

42.9

35.7

36.9

40.8

41.1

22.6

3.5

2.9

1.8

2.4

1.5

2.3

5.3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

いる いない 今は必要ない 無 回 答

問17　除雪や雪下ろしをお願いできる人の有無〔％〕

N =

全　　　体 937

１０歳代・２０歳
代

35

３０歳代 56

４０歳代 84

５０歳代 130

６０歳代 219

７０歳以上 394

33.7

22.9

26.8

31.0

20.8

28.3

43.1

25.2

28.6

26.8

22.6

30.0

22.4

24.6

34.3

42.9

41.1

39.3

42.3

43.4

24.6

6.8

5.7

5.4

7.1

6.9

5.9

7.6

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

いる いない 今は必要ない 無 回 答
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（３）ボランティア活動について 

①あなたは、ボランティア活動についてどのようにお考えですか。 

全体では、「参加したい気持ちはあるが忙しくて参加できない」が42.6％と多く、

「その他」が14.3％、「関心がない」が12.5％、「参加したい（参加している場合を

含む）」が10.6％と続いています。 

参加しているボランティア活動の内容や今後参加してみたいことは、主に「各種ボ

ランティア」、「サロン等地域の集まり・イベント支援」、「子育て関連」があり、具体

的には「高齢者の入所施設や朗読等のボランティア」、「地域のイベント支援」、「一時

預かりや学校のボランティア等の子育て支援」があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

問19　ボランティア活動の参加意向〔％〕

N =

全　　　体 937

１０歳代・２０歳
代

35

３０歳代 56

４０歳代 84

５０歳代 130

６０歳代 219

７０歳以上 394

10.6

8.6

7.1

9.5

11.5

10.0

11.2

8.9

2.9

5.4

8.3

5.4

9.6

10.9

42.6

51.4

60.7

64.3

60.8

51.6

24.4

14.3

5.4

3.6

6.9

9.6

24.1

12.5

31.4

19.6

9.5

10.8

11.9

11.2

11.2

5.7

1.8

4.8

4.6

7.3

18.3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

参加したい（参加している場合を含む）

参加したいが内容や参加方法がわからない

参加したい気持ちはあるが忙しくて参加できない

その他

関心がない

無 回 答
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（４）社会福祉協議会について 

①あなたは、北秋田市社会福祉協議会を知っていますか。 

全体では、「知っている」が80.9％と８割を占め、「知らない」は12.1％となって

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②社会福祉協議会が行う活動として、今後充実させてほしいものは何ですか。 

全体では、「気軽に相談できる『福祉総合相談』の充実」が42.2％と多く、「在宅

生活の福祉サービスの充実」が30.1％、「介護保険事業の充実」が29.0％、「住民に

よる見守りや支えあい活動への支援」が28.1％、「福祉サービスに関する情報発信の

充実」が26.8％と続いています。 

  

問20　北秋田市社会福祉協議会の認知〔％〕

N =

全　　　体 937

１０歳代・２０歳
代

35

３０歳代 56

４０歳代 84

５０歳代 130

６０歳代 219

７０歳以上 394

80.9

42.9

75.0

88.1

83.8

84.9

80.7

12.1

54.3

19.6

7.1

11.5

7.3

10.7

7.0

2.9

5.4

4.8

4.6

7.8

8.6

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

知っている 知らない 無 回 答
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問22　社会福祉協議会で充実させてほしい活動〔％・複数回答〕
N = 937

％

ボランティア活動への参
加促進と支援

住民による見守りや支え
合い活動への支援

隣近所や自治区など、交
流活動への支援

気軽に相談できる「福祉
総合相談」の充実

ひきこもり支援

在宅生活の福祉サービス
の充実

地域住民への福祉に対す
る普及啓発

学校における福祉体験学
習の推進

福祉サービスに関する情
報発信の充実

介護保険事業の充実

障がい福祉事業の充実

新たな福祉ニーズに対す
る専門機関としての取り
組み

その他

無　回　答

16.0

28.1

21.8

42.2

13.8

30.1

17.1

8.3

26.8

29.0

15.5

11.7

4.9

14.6

5.7

5.7

5.7

20.0

11.4

8.6

5.7

11.4

17.1

25.7

8.6

20.0

5.7

20.0

16.1

32.1

16.1

42.9

25.0

21.4

12.5

14.3

21.4

21.4

17.9

8.9

5.4

7.1

22.6

26.2

10.7

34.5

19.0

28.6

16.7

21.4

31.0

33.3

26.2

21.4

7.1

9.5

12.3

20.0

13.1

43.1

10.8

26.9

12.3

8.5

27.7

30.0

14.6

10.0

6.2

11.5

15.5

28.8

19.2

47.0

15.1

36.5

20.5

6.4

33.8

30.1

14.2

13.7

4.1

13.7

16.8

32.5

31.2

43.1

11.7

31.0

18.3

5.6

24.1

28.4

14.2

8.9

4.6

16.5

0 10 20 30 40 50

全 体 １０歳代・２０歳代 ３０歳代 ４０歳代

５０歳代 ６０歳代 ７０歳以上
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（５）生活での相談や福祉情報などについて 

①あなたは、日々の生活で悩みや不安なことがありますか。 

全体では、「老後のこと」が51.8％、「体調・健康面のこと」が49.1％と多く、「年

金など経済的なこと」が34.6％、「家族のこと」が23.6％と続いています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問23　日々の生活で悩みや不安なこと〔％・複数回答〕
N = 937

％

体調・健康面のこと

仕事のこと

老後のこと

育児や子育てに関するこ
と

家族のこと

年金など経済的なこと

人とのつきあいに関する
こと

住宅のこと

地震や火事など災害のこ
と

地域の安全のこと

その他

特に悩みや不安はない

無　回　答

49.1

14.1

51.8

4.4

23.6

34.6

8.0

13.4

19.5

8.3

1.2

12.7

4.1

14.3

25.7

22.9

11.4

14.3

20.0

5.7

14.3

5.7

2.9

0.0

42.9

0.0

17.9

32.1

32.1

25.0

23.2

30.4

7.1

10.7

12.5

7.1

3.6

17.9

3.6

34.5

36.9

48.8

14.3

31.0

34.5

8.3

15.5

22.6

14.3

1.2

14.3

2.4

36.9

23.8

48.5

1.5

26.9

40.8

8.5

12.3

11.5

3.1

2.3

12.3

3.8

49.8

11.4

60.7

1.4

26.0

43.4

7.8

16.4

19.6

7.3

0.9

12.8

2.7

64.2

4.1

53.8

1.5

20.3

29.4

8.1

12.4

23.1

10.4

0.5

9.6

5.1

0 10 20 30 40 50 60 70

全 体 １０歳代・２０歳代 ３０歳代 ４０歳代
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②日々の生活での悩みや不安を、あなたは家族以外で主にどこへ相談しますか。 

全体では、「友人・知人」が55.2％と多く、「かかりつけ医」が15.9％、「近所の

人」が12.7％、「どこに相談していいかわからない」が12.6％と続いています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

問24　日々の生活での悩みや不安の相談先〔％・複数回答〕
N = 937

％

友人・知人

近所の人

かかりつけ医

市役所

インターネットなど

自治区などの地域組織

民生委員児童委員

社会福祉協議会

各種電話相談

どこに相談していいかわ
からない

地域包括支援センター

その他

必要ない

無　回　答

55.2

12.7

15.9

8.3

3.7

3.5

6.1

8.4

1.2

12.6

5.9

5.8

7.6

5.9

77.1

2.9

5.7

0.0

14.3

0.0

0.0

0.0

0.0

14.3

0.0

0.0

8.6

0.0

73.2

1.8

1.8

1.8

7.1

0.0

0.0

0.0

1.8

16.1

0.0

3.6

5.4

3.6

69.0

9.5

9.5

6.0

8.3

3.6

2.4

2.4

1.2

9.5

2.4

4.8

9.5

4.8

63.8

10.0

12.3

6.9

6.9

2.3

1.5

2.3

0.8

11.5

0.8

4.6

10.0

3.8

53.4

12.3

17.4

11.4

3.2

2.7

3.7

8.2

1.8

15.5

4.6

5.5

10.0

3.7

46.4

17.0

21.1

8.9

0.8

4.8

11.2

13.7

1.0

11.2

10.7

6.9

5.6

8.4

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

全 体 １０歳代・２０歳代 ３０歳代 ４０歳代

５０歳代 ６０歳代 ７０歳以上
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③あなたが知りたい福祉の情報は何ですか。 

全体では、「高齢者の支援や介護のこと」が47.4％と多く、「各種福祉サービスの

利用方法」が40.4％、「健康づくりや介護予防のこと」が25.5％、「福祉サービス事

業者のこと」が18.0％と続いています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

問25　知りたい福祉の情報〔％・複数回答〕
N = 937

％

健康づくりや介護予防の
こと

子育て支援のこと

高齢者の支援や介護のこ
と

障がい者支援のこと

各種福祉サービスの利用
方法

福祉サービス事業者のこ
と

ボランティア活動のこと

市で開催している講座や
教室など

その他

特にない

無　回　答

25.5

6.1

47.4

7.8

40.4

18.0

5.1

11.6

0.5

17.5

7.4

8.6

20.0

17.1

0.0

14.3

8.6

0.0

17.1

0.0

45.7

0.0

10.7

42.9

14.3

14.3

16.1

3.6

7.1

14.3

0.0

19.6

8.9

17.9

19.0

39.3

13.1

34.5

16.7

8.3

11.9

1.2

17.9

3.6

17.7

3.1

46.2

6.9

45.4

18.5

8.5

10.8

0.8

19.2

6.9

26.9

0.9

49.3

8.7

46.1

19.6

5.5

12.8

0.9

18.3

4.6

32.7

1.0

56.3

5.8

43.9

20.6

3.3

10.4

0.3

13.7

9.6

0 10 20 30 40 50 60

全 体 １０歳代・２０歳代 ３０歳代 ４０歳代

５０歳代 ６０歳代 ７０歳以上



25 

（６）これからの福祉のために必要なことについて 

①「成年後見制度」を知っていますか。 

全体では、「言葉は聞いたことがあるが、制度の内容は知らない」が33.7％と多く、

「言葉も聞いたことがないし、制度もまったく知らない」が26.6％、「制度は知って

いるが、利用する予定はない」が24.0％と続いています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

問27　「成年後見制度」の認知〔％〕

N =

全　　　体 937

１０歳代・２０歳
代

35

３０歳代 56

４０歳代 84

５０歳代 130

６０歳代 219

７０歳以上 394

33.7

34.3

41.1

38.1

32.3

32.4

33.8

24.0

11.4

14.3

25.0

24.6

32.0

22.3

9.6

5.7

12.5

8.3

11.5

9.6

9.4

1.0

1.8

1.2

0.8

0.5

1.3

26.6

48.6

28.6

25.0

28.5

22.8

25.4

5.1

1.8

2.4

2.3

2.7

7.9

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

言葉は聞いたことがあるが、制度の内容は知らない

制度は知っているが、利用する予定はない

制度を知っており、今後必要になったら利用したい

制度を知っており、利用している

言葉も聞いたことがないし、制度もまったく知らない

無 回 答
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②市の福祉施策をより充実させていくために、今後どのような取組みが重要だと思い

ますか。 

全体では、「福祉のことを知ってもらうための広報、啓発」が45.3％と多く、「緊

急時や災害時に地域で助けあう仕組みづくり」が35.1％、「高齢者、障がい者、児童

の福祉施設の充実」が31.6％、「相談窓口の案内」が29.8％、「市民が気軽に参加、

利用できる行事などの充実」が26.4％と続いています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

問31　市の福祉施策充実のために、重要な取組み〔％・複数回答〕
N = 937

％

福祉のことを知ってもらう
ための広報、啓発

相談窓口の案内

市民が気軽に参加、利用
できる行事などの充実

緊急時や災害時に地域で
助け合う仕組みづくり

地域活動の担い手、地域
リーダーなどの人材育成

ボランティア、ＮＰＯなどの
育成

学校や生涯学習での福祉
教育

高齢者、障がい者、児童
の福祉施設の充実

その他

わからない

特にない

無　回　答

45.3

29.8

26.4

35.1

19.3

9.0

13.1

31.6

1.3

9.0

3.1

6.7

40.0

34.3

25.7

20.0

11.4

8.6

17.1

37.1

0.0

11.4

11.4

0.0

51.8

32.1

37.5

28.6

16.1

8.9

17.9

30.4

1.8

7.1

5.4

1.8

46.4

28.6

28.6

32.1

14.3

16.7

26.2

38.1

2.4

4.8

1.2

3.6

39.2

36.2

23.1

33.8

20.8

10.8

20.8

32.3

1.5

9.2

3.1

3.1

47.9

32.4

28.8

38.4

21.9

7.3

11.4

35.2

0.9

10.0

2.7

3.2

46.7

26.9

25.1

37.8

20.3

8.1

8.4

28.4

1.3

9.4

2.8

8.9

0 10 20 30 40 50 60

全 体 １０歳代・２０歳代 ３０歳代 ４０歳代

５０歳代 ６０歳代 ７０歳以上
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３ 地域福祉に関わる北秋田市の課題 

北秋田市では、地域福祉の推進に係る各種施策を推進していますが、アンケート調

査等から、取り組むべき課題を整理します。 

・地域福祉の担い手がいない、育っていない状況があり、これからの地域活動がこれまでど

おりの活動が維持できるか懸念されます。 

・地域や活動団体では、中心となる活動者の高齢化や固定化が進んでおり、活動を支援した

り、関わってもらう人を増やしていくための工夫が求められます。 

・地域の課題やニーズに対応するためには、地域住民が主体的に課題解決に取り組む必要が

あります。 

・地域福祉に関心をもってもらい、活動につなげるための情報発信やコーディネート機能の

強化が必要です。 

・高齢者の単身世帯、高齢者のみの世帯が増えており、日常生活における移動や買い物など

に問題がみられます。高齢化・核家族化が進み、「今は大丈夫だけど、今後が不安」と感

じている高齢者等が多いと考えられ、不安を軽減するための取り組みや仕組みづくりが必

要です。 

・支援が必要な高齢者や障がいのある人などの増加、介護者の高齢化、8050問題やダブル

ケアなど、家庭での介護力の低下で生活上の課題を抱える世帯、生活のしづらさや重複す

る課題を抱えている世帯、地域で孤立している人などが増えています。 

・市民の福祉や保健・医療・健康等に対するニーズは多様化・複雑化しており、従来の制度

や支援だけでは対応が難しくなっています。必要な支援が届くように、相談体制や福祉サ

ービスの提供体制を確保する必要があります。 

・地域で安心・安全に暮らしていくためには、毎日の生活での地域のつながり、防災対策や

地域安全活動による地域でのつながりの重要性が再認識されています。 

・地震や台風・集中豪雨等の自然災害、詐欺や悪質商法の被害、ひとり暮らしでの病気や孤

立死、高齢者・子ども・障がい者等への虐待、子どもの貧困、犯罪の再発など様々な課題

が顕在化しています。 

・住み慣れた地域で安全に安心して暮らし続けられるよう、一人ひとりの心構えや備えが求

められるとともに、地域のセーフティネットのあり方が問われています。 

・災害時における避難行動要支援者を地域で支援していく体制の構築が求められています。 
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第３章 計画の基本的な考え方 

１ 基本理念 

北秋田市が目指す「地域福祉のあるべき姿」を基本理念として掲げます。誰もが地

域福祉の支え手であり、受け手でもあります。相互に支えあえる関係は、一人ひとり

が主体的に、自らその関係づくりに取り組まなければなりません。「他人事」になり

がちな地域づくりを個人で「我が事」として考え、地域で起きている問題を「丸ごと」

受け止め、行動するための地域づくりが、国の推奨する地域共生社会の実現の第一歩

となります。 

市では、第２次総合計画における福祉分野の基本理念として、誰もが明るく健やか

に暮らし、共助としての地域の助けあいと、公助としての福祉施策がバランスよく両

立するまちづくりを目指すことを掲げています。 

本計画は、北秋田市における福祉の個別計画を横断する連携計画と位置付けており、

基本理念についても総合計画の福祉分野の理念を踏襲するものとして以下のように

掲げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 基本とする考え方 

住民の「自助」努力と、住民同士・地域での「互助・共助」が行われ、自助や共助

では対応しきれない部分を公的福祉サービスによる「公助」で補完することを基本に、

地域のよいところ・資源を「互助・共助」の実践につなげます。 

地域にある課題を認識して共有し、解決に向けての取り組み・事業の実施にあたっ

ては本計画に基づき、具体的な方策を検討して取り組みます。 

  

お互いが 尊敬し支えあう 明るいまちづくり 
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３ 基本目標 

 

 

 

高齢化の進行等を背景に様々な福祉課題が顕在化する中で、地域で安心して暮らし

ていくためには互いに支えあい、助けあうコミュニティが安心の要です。みんなが地

域を支える担い手として地域に関心を持ち、自らできることに取り組むことが求めら

れます。このため、地域の一人ひとりが「お互いを尊敬し支えあう」意識を持ち、地

域を支えあう「ひとり」として活動できるように、世代を超えて様々な住民が知りあ

い、地域での活動等への一歩につながるように、参加の機会・きっかけづくりととも

に、ひとづくりに取り組みます。 

 

 

 

 

互いを認めあいながら地域の一員として安心して暮らせるように、ハード・ソフト

両面から安心して安全に暮らせるまちづくりを推進します。 

このため、支援が必要な人が地域で自立した暮らしを様々な面から支える地域包括

ケアシステムの確立と、地域ぐるみの防犯・防災活動等を推進し、安心して暮らせる

基盤を整えます。 

 

 

 

 

支援が必要な状態になっても、住み慣れた地域で自立して生活できる環境づくりが

求められています。このため、必要な福祉サービス等の利用に際して、相談先やサー

ビス内容等を、必要な時に必要な情報が適切に入手できるよう、また相談が支援につ

ながるように、関係機関やサービス事業所等との連携を強化し、福祉関連情報の提供

や相談体制を充実します。あわせて、認知症高齢者、障がいのある人、ひとり親家庭

の保護者など、一人ひとりの状況に応じたサービスを利用しやすい仕組みづくりに取

り組みます。 

  

１ 地域を支える「ひと・こころ」の育成 

２ 安心して暮らせる「まち」づくり 

３ 支えあいの「しくみ」づくり 
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４ 施策体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⍽
互
⍷
⍿ 

尊
敬
⎊
支
⍻
⍵
⍹ 
明
⎾
⍷
⎱
⎔
⎘
⎂
⎽ 

基本目標 施 策 

1-1 尊敬し支えあう意識の醸成  

1-2 福祉教育の充実 

2-2 バリアフリーの推進 

2-3 災害や犯罪に強い地域 

づくり 

１ 地域を支える 

「ひと・こころ」 

の育成 

２ 安心して 

暮らせる 

「まち」づくり 

基本理念 

1-3 地域を支える人材の育成 

2-1 地域活動の推進及び 

社会参加の促進 

3-1 適切なサービスの提供と 

充実 

3-2 情報提供と相談支援体制 

の充実 

3-3 支えあいネットワークの 

連携強化 

３ 支えあいの 

「しくみ」づくり 

北秋田市 地域福祉計画 （施策の方針） 
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北秋田市 地域福祉活動計画 （社会福祉協議会の取り組み） 

取り組み 

3-3 ①支えあいネットワークの連携強化 

3-2 ①情報提供と相談体制の充実 

3-1 ①介護保険外サービス体制 

3-1 ②生活困難者支援体制 

2-3 ①災害対策の充実 

2-3 ②地域の見守り体制の充実 

2-3 ③除雪対策 

2-3 ④警察と連携した防犯体制の強化 

2-2 ①バリアフリー意識の醸成 

2-1 ①地域福祉活動の推進 

2-1 ②住民活動への支援 

2-1 ③交流の場づくりの推進 

2-1 ④地域住民の世代間交流の促進 

2-1 ⑤地域の課題解決能力の向上 

1-3 ①福祉人材の育成 

1-2 ①社会人への福祉教育の実践 

1-2 ②学校と連携した福祉教育の実践 

1-1 ①住民・自治会活動の推進 

1-1 ②福祉の意識の向上 
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第４章 施策の展開 
 
  

基本目標１ 地域を支える「ひと・こころ」の育成 

 
 

施策１-１：尊敬し支えあう意識の醸成 

現状・課題 

市民の誰もが、住み慣れた地域で安心して生活できることを望んでいます。このため

には、お互いに支えあい、助けあい、主体的に地域課題や地域の福祉について考えなが

ら、地域づくりにあたることが必要です。この地域福祉を充実させるためには、まず、

多くの人が福祉に関心を持つことで福祉意識の醸成を図っていくことが重要と考えられ

ます。 

市ではこれまで、福祉に関して、広報きたあきた、市ホームページ、パンフレット等

による各種情報提供を行っているほか、イベント等の開催等により福祉意識の啓発を行

っています。また、社会福祉協議会においても、福祉意識の啓発を目的に、福祉教育活

動への支援や社会福祉大会等を開催しています。 

直接福祉に関わりのある人もない人も皆、地域の様々な活動に参加するとともに、地

域の生活課題を把握し、その解決のため協力しあいながら地域福祉を推進していくこと

が望まれます。 

施策の考え方 

広報きたあきた、市ホームページ、パンフレット等、様々な媒体を活用して、福祉に

係る各種情報の提供を行うとともに、イベント等の開催、多世代の交流、福祉活動への

支援等を通じて、様々な世代に対して、福祉活動への理解と意識を高め、地域のつなが

りの大切さが実感できるよう取り組んでいきます。 

 

■市の取り組み■ 

施策の方向性 施策・事業 担当課 

広報きたあきた、市ホームページ、

パンフレット等により地域福祉に

係る情報を提供・周知するととも

に、出前講座等も活用して、福祉意

識の啓発を図ります。 

○福祉意識の啓発と醸成 福祉課 

高齢福祉課 

福祉に関する大会、イベント、講座

等の開催やその支援を通じて、地

域での子育てや障がい、介護への

理解のほか、高齢者を敬う意識等

の啓発に努めます。 

○福祉に関する大会、イベント

等の開催やその支援による福

祉意識の啓発、醸成 

福祉課 

高齢福祉課 
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■社会福祉協議会の取り組み■ 

ともに生きる豊かな地域社会を実現するためには、住民一人ひとりが協働し、共に支

え合って、生活における楽しみや生きがいを見出し、生活上の様々な困難を抱えた場合

でも、社会から孤立せず、安心して、その人らしい生活が送ることができるよう支援に

関わっていくことが大切です。様々な機会を創出して、住民一人ひとりの意識の醸成に

努めます。 

 

○住民・自治会活動の推進 

 住民・自治会活動のための助成制度「地域福祉活動支援事業」を継続します。

また、ポストコロナにおける福祉活動のあり方を一緒に考えていきます。 

 他の地域で取り組んでいる活動を紹介し活用促進のＰＲを行います。 

 自治会町内会長向けの地域福祉研修会を実施します。 

○福祉の意欲の向上 

 「北秋田市福祉大会」を継続して開催して地域福祉功労者を表彰するとともに、

地域課題の共有と意識啓蒙に努めます。 

 社会福祉協議会が、自治会町内会長や民生委員・児童委員と連携して「全戸訪

問活動」を継続し、地域課題を把握します。 

 広報誌「社協だより」発行やホームページ、SNS を活用して地域の福祉情報の

提供や意識啓蒙に努めます。 

 

▼具体的な事業・活動内容 

※  財源（自：自主財源 補：補助金 受：受託金） 

※１ コロナ禍による影響あり 

具体的な事業 

単位 目標値 財源※ 

協力団体 
年 現在 中間 期末 

事

業

費 

人

件

費 

地域福祉活動支援事業 件 63 65 70 自 補 自治会・町内会 

地域福祉研修会 

（自治会・町内会長向け） 
回 ０ １ １ 自 補 自治会・町内会 

北秋田市福祉大会 回 
０ 

※１ 
１ 継続 自 補 

市内社会福祉法人、各団体 

（現在値は令和元年度） 

全戸訪問活動 世帯 
２３４ 

※１ 
全世帯 全世帯 自 補 

自治会・町内会、民生委員・ 

児童委員 

広報誌「社協だより」発行 回 ６ ４ ４ 自 補  

             現在値は令和３年２月末現在 

 

■市民や地域が取り組むこと■ 

○一人ひとりが隣近所とのあいさつや声かけを交わすなど近所付き合いを大切にしま

す。 

○地域行事への積極的な参加や自治体・町内会活動などへ自ら参加するように心がけ

ます。 

○地域行事やイベントの時は、隣近所の住民や友人などに声かけをし、参加しやすい

雰囲気をつくり、地域のにぎわいづくりに努めます。  
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施策１-２：福祉教育の充実 

現状・課題 

地域のなかには、地域で困っている人がいても、その人を手助けする「きっかけ」が

ない人たちがいます。 

そのような人たちが関わりを持つためには、福祉に触れる機会を増やし、福祉を身近

に感じてもらえるような取り組みを推進していき、地域の「大人」を対象とした講座の

開催や「児童・生徒」を対象にした教育に限らず、地域の幅広い世代を対象とした学習

会や講座の開催を検討していく必要があります。 

施策の考え方 

地域住民が地域の困っている人を手助けする「きっかけ」を生むために、福祉を身近

に感じるためのボランティア活動や世代間交流、講座を通じて、福祉への関心を高める

ことができるような取り組みを推進していきます。 
 

■市の取り組み■ 

施策の方向性 施策・事業 担当課 

出前講座や研修会等を通じて、障

がいと障がいのある人に対する正

しい理解と障がい者差別の解消に

向けて取り組みます。 

○出前講座の実施 福祉課 

認知症サポーター養成講座の学齢

期での実施や高校生を対象とした

介護職員初任者研修の資格取得支

援など若い世代の福祉への関心・

興味を得られるよう各種研修会を

実施し、地域の担い手となる人材

と意識を育成します。 

○認知症サポーター養成講座 高齢福祉課 

○高校生を対象とした介護職員

初任者研修資格取得支援 

高齢福祉課 

 

■社会福祉協議会の取り組み■ 

地域福祉を身近なものとして捉え、住民が主体的に活動する地域づくりの基盤構築

や、地域福祉の新たな担い手の育成を支援していきます。①多様な生き方を受け入れ、

孤立をなくすことを目指した社会人向け福祉教育、②学校と連携し地域全体を基盤とし

た福祉教育を推進していきます。 
 

○社会人への福祉教育の実践 

 地域包括支援センターを通じて介護予防教室や認知症予防教室、在宅介護者交流

会、出前講座を開催し、日頃抱えている悩みや不安を軽減する機会を設けます。 

 生活支援サポーター養成講座（受託事業）を継続します。 

 終活セミナーを継続開催します。 

 成年後見に関する市民講座を開催します。 

 自治会・町内会向けの「災害研修会」を行い、災害時の支援体制や減災に向け

た地域づくりを図ります。 

 サロンボランティア養成講座を開催し、自主的に取り組むボランティア活動実

践への支援を行います。 
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○学校と連携した福祉教育の実践 

 学校の長期休みを利用して「ボランティアスクール」を開催し、福祉活動やボ

ランティア活動への理解を深めます。 

 各学校と連携した福祉体験教育を推進します。 

 児童、生徒を対象とした手話や点字などの福祉に関する出張授業を地域の人材

を活用しながら行います。 

 ボランティアセンターとして児童生徒のボランティア活動を積極的に受け入れ、

地域とのコーディネートを継続します。 

 職業体験、インターンシップの充実を図り、福祉人材の育成を行います。 

 「福祉教育応援事業」を継続し学校主体で行う地域福祉活動を助成支援します。 
 

▼具体的な事業・活動内容 
※ 財源（自：自主財源 補：補助金 受：受託金） 

※１ コロナ禍による影響あり 

※２ 令和元年度実績 

具体的な事業 

単位 目標値 財源※ 

協力団体 
年 現在 中間 期末 

事

業

費 

人

件

費 

介護、認知症予防教室 回 
77 

※２ 
80 80 受 受 （現在値令和元年度） 

在宅介護者交流会 回 
15 

※２ 
20 20 受 受 （現在値令和元年度） 

生活支援サポーター養成講座 回 ４ 継続 継続 受 受  

終活セミナー 回 ２ 継続 継続 自 補  

成年後見セミナー 回 ０ １ 継続 自 補  

災害研修会 回 ０ １ 継続 自 補 自治会向け講習会 

サロンボランティア養成講座 回 
０ 

※１ 
１ 継続 自 補 （現在値令和元年度） 

ボランティアスクール 回 
０ 

※１ 
１ 継続 自 補 （現在値令和元年度） 

福祉体験学習 回 随時 随時 随時 自 補 市内小中学校 

手話、点字の出前授業 回 随時 随時 随時 自 補 市内小中学校、ボランティア団体 

除草・除雪ボランティアコー

ディネート 
回 随時 随時 随時 自 補  

インターンシップの調整 回 随時 随時 随時 自 補  

福祉教育応援事業 校 16 １５ １５ 自 補 市内小中学校・高等学校 

                              現在値は令和３年２月末現在 

 

■市民や地域が取り組むこと■ 

○地域活動やボランティア活動に関心を持ち、「とりあえず参加してみる」などの積極

性を心がけます。 

○自治会・町内会や民生委員・児童委員などが地域の交流会や行事を実施し、住民が

地域の困っている人を手助けする「きっかけ」を生むための「きっかけ」をつくりま

す。 

○自治会・町内会や学校等、地域の様々な主体と連携して、多くの人が福祉を学べる

ように、主体的に取り組みます。  
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施策１-３：地域を支える人材の育成 

現状・課題 

市民自らが、身近な生活課題の解決に向け動くような地域づくりを目指すためには、

ボランティア活動等の市民活動の推進が大切となります。このためには、まず、福祉意

識の啓発や醸成、福祉活動に対する理解が必要ですが、同時に、福祉を担う人材の育成

も取り組むべきことの１つと考えられます。 

現在、人口減少や高齢化が進む中で、福祉の担い手の確保はますます重要となってい

ます。 

施策の考え方 

地域福祉の中核を担う民生委員・児童委員の活動を周知するとともに、研修や情報提

供により活動の充実を図ります。 

社会福祉法人相互の情報交換等を通じて公益活動の充実に努めます。 

 

■市の取り組み■ 

施策の方向性 施策・事業 担当課 

地域福祉の中核を担う民生委員・

児童委員の地域での活動の周知を

図るとともに、研修や情報提供の

充実を図り、活動を支援します。 

○民生委員・児童委員の活動支

援 

福祉課 

児童（小学生）による地域のデイサ

ービス等への訪問・交流や福祉施

設等の職場体験・訪問等での高齢

者との交流など、学齢期から福祉

への関心を高める機会を創出し、

将来の地域を支える担い手となる

よう『教福連携』を進め、人材の育

成に取り組みます。 

○児童等と高齢者との世代間交

流の実施 

福祉課 

学校教育課 

生涯学習課 

中高生を対象に、地域行事やボラ

ンティア活動へ関わる機会の拡充

と参加促進を図ります。 

○中高生ボランティアの活動推

進 

福祉課 

生涯学習課 

社会福祉協議会 

市内の社会福祉法人へ地域におけ

る公益的な取り組みを促進し、社会

福祉協議会を中心として、社会福祉

法人全体で市内の地域福祉活動を

支える体制の構築を進めます。 

○社会福祉協議会を中心とした

社会福祉法人の連絡体制の構

築 

社会福祉協議会 

認知症サポーター養成講座の学齢

期での実施や高校生を対象とした

介護職員初任者研修の資格取得支

援実施など若い世代の福祉への関

心・興味を得られるよう各種研修

会を実施し、地域の担い手となる

人材と意識を育成します。 

○認知症サポーター養成講座 高齢福祉課 

○高校生を対象とした介護職員

初任者研修資格取得支援 

高齢福祉課 
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■社会福祉協議会の取り組み■ 

少子高齢化の益々の進行に伴い、労働力人口減少等による福祉人材の担い手不足は大

きな課題です。働き方改革への適切な対応やワークライフバランスの確立等に取り組む

とともに、やりがいを感じることのできる福祉の職場づくりを推進し、今以上に人材確

保・育成・定着に向けた取り組みを強化します。 

 

〇福祉人材の育成 

 介護職員初任者研修（一般向け）を開催し地域における人材を育成するととも

に、介護技術の習得及び在宅介護の負担軽減を図りながら、高齢者や障がいの

ある人に対する理解を深めます。 

 社会福祉協議会職員と市内の社会福祉法人職員が連携して、高校生を対象とし

た介護職員初任者研修を開催し、地域における福祉人材の育成に努めます。 

 大学や専門学校と連携し、理学療法士、作業療法士、栄養士、社会福祉士等の

実習機関として実習生の受入れを積極的に行い次世代育成に努めます。 

▼具体的な事業・活動内容 
※ 財源（自：自主財源 補：補助金 受：受託金） 

※１ コロナ禍による影響あり 

具体的な事業 

単位 目標値 財源※ 協力団体 

年 現在 中間 期末 

事

業

費 

人

件

費 

 

介護職員初任者研修（一般向け） 回 
０ 

※１ 
１ 継続 補 補 （現在値令和元年度） 

介護職員初任者研修（高校生向け） 回 １ 継続 継続 受 補 市内社会福祉法人 

実習生の受け入れ 回 随時 随時 随時 補 補  

現在値は令和３年２月末現在 

 

■市民や地域が取り組むこと■ 

○高齢者向けの「生き生きサロン」の利用者を若い世代にも拡大し、多くの人が福祉

に関われる場づくりを行います。 

○一人ひとりが福祉に関する学習会や研修会へ積極的に参加するよう心がけます。 

○高齢者や障がい者、その家族と世代間交流などを持つことで、幼少期から福祉教育

と市民の福祉体験を図ります。 
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基本目標２ 安心して暮らせる「まち」づくり  
  

施策２-１：地域活動の推進及び社会参加の促進 

 

現状・課題 

市民が住み慣れた地域の課題を把握し、その課題解決に向け行政や福祉団体等と連携

し、あるいは支援を受けて取り組むこと、支えあうこと、助けあうこと、いわゆる「共

助」による地域づくりは、人口減少や少子高齢化が進む中でますます重要となってきて

います。 

多くの市民が、主体的に福祉活動に参加できるようにするためには、福祉に関する

様々な情報をより入手しやすくすることや活動拠点づくりの整備、地域のつながりを深

めるための交流等に対する支援が望まれています。また、地域の多くの人々が自分の周

囲のことからはじめて、地域福祉に気軽に参加できるような雰囲気づくり、仕組みづく

りが求められます。 

施策の考え方 

世代間交流が図られ、地域全体のつながりが強められるような取り組みを行うととも

に、地域で活動する団体等へ支援を行います。 

市民が福祉に触れる機会や活動に参加する機会を増やすため、情報が入手しやすい環

境の整備に取り組みます。 

地域活動へのきっかけとなるボランティア活動を推進し、幅広い層のボランティア活

動の促進と担い手の掘り起こしに努めるとともに、地域住民をはじめ様々な団体、事業

者等との連携を広げ、ネットワーク体制が構築できるよう取り組みます。 

地域の自治活動や福祉活動の拠点となる施設等の利用促進を図ります。 

 

■市の取り組み■ 

施策の方向性 施策・事業 担当課 

地域住民の要望の調査や実態の把

握のため、地域の活動や定例会議

等へ行政関係者が参画し、地域の

意見を直接聞くなど、制度へつな

げられる体制またはそれに類する

体制の構築を進めます。 

○地域包括支援センターの活動

推進 
高齢福祉課 

○基幹相談支援センターの活動

推進 
福祉課 

○子育て世代包括支援センター

の活動推進 
福祉課 

地域活動、自主活動を活発に行え

るよう、活動の場づくりや他の地

域での事例の提供など、活動に必

要な情報が入手しやすい環境整備

に取り組みます。 

○広報きたあきたの発行 

○市ホームページ配信 
総合政策課 

○パンフレット等による情報提

供 
福祉課 
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施策の方向性 施策・事業 担当課 

自治会・町内会の活発な取り組み

を支援するため、活動内容、実態、

あり様の検討等、地域コミュニテ

ィのあり方を地域住民とともに協

議します。 

○自治会・町内会活動への支援 生活課 

障がいのある人や高齢者、運転免許

証返納者など日常生活において移

動が困難な住民の移動手段を確保

し、安心で豊かな生活を確保するた

め、公共交通の充実を図ります。 

○市街地巡回バスの運行 総合政策課 

○デマンド型タクシーの運行 総合政策課 

地域福祉活動を促進するために、誰

もが気軽に集まることができる機

会の充実を図り、また、市民ふれあ

いプラザや各地区公民館等を利用

した地域の拠点づくりを進めます。 

○活動機会の充実 生涯学習課 

○自治会館の整備費助成 生活課 

子育て中の人が、友人づくりや育

児不安の解消の場として役立てて

もらえるよう、親子の集いの場や

子育てグループの活動の場を設置

するよう、関係団体と協議します。 

○地域子育て支援センターの設

置 
福祉課 

 

■社会福祉協議会の取り組み■ 

地域住民は、私たちとともに地域福祉課題の解決に向けて取り組む主体です。関わり

を持った人がより関わっていきたいと感じてもらえるよう福祉活動への理解を促進して

いきます。併せて、継続可能な福祉活動を支援できるよう社会福祉協議会のコーディネ

ート力や専門的な課題解決力も高めていきます。 

 

○地域福祉活動の推進 

 「地域福祉活動支援事業」（再掲）の活用団体を増やしていきます。 

 「地域福祉活動スタート支援事業」を実施し、これから地域福祉活動に取り組

もうとする自治会町内会への助成・参画支援を行います。 

 継続的なサロン活動への相談支援を行います。「出前講座」や「福祉講座」の依

頼を積極的に受け入れます。 

○住民活動への支援 

 マイクロバスを無料貸与して地域の福祉活動の促進を図ります。 

 レクリエーション用具を無料貸与し地域の福祉活動の促進を図ります。 

 除雪機や軽トラックを無料貸与して雪寄せが困難な高齢者や障がい者に対して

行う福祉活動を支援します。 

○交流の場づくりの推進 

 季節ごとに買い物支援と交流会を兼ねて「歳時買い物支援事業」を行います。 

 「きたきた希望の会」を週１～２回開催し、ひきこもり等の社会的孤立に陥っ

ている方の集いの場を設け、社会参加を促進します。 
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○地域住民の世代間交流の促進 

 児童館や子育てサポートわんぱぁーく（受託事業）を通じて世代間交流、地域

内交流事業を行います。 

 「ほほえみ祝い金」を継続し、民生委員・児童委員や自治会・町内会長が出産

した方に対して出生祝いをお届けし、地域内のつながりを創出します 

○地域の課題解決能力の向上 

 自治会・町内会長や民生委員と連携して職員による全戸訪問を実施します（再掲）。 

 小地域ネットワークやあんしん電話登録の際には見守りネットワークを創出し

ます。 

 複合的な課題に対して、専門機関と連携して解決するとともに、地域の課題に

ついて情報交換行います。 

 

▼具体的な事業・活動内容 
※ 財源（自：自主財源 補：補助金 受：受託金） 

                        ※１ コロナ禍による影響あり 

※２ 令和元年度実績 

具体的な事業 

単位 目標値 財源※ 

協力団体 
年 現在 中間 期末 

事

業

費 

人

件

費 

地域活動福祉支援事業（再掲） 件 ６３ ６５ ７０ 自 補 自治会・町内会 

地域福祉活動スタート事業 件 
0 

※２ 
２ ２ 自 補 自治会・町内会 

サロン活動への職員派遣 件 随時 随時 随時 Ü 補  

マイクロバス無料貸与 件 
143 

※２ 
継続 継続 自 補 （現在値令和元年度） 

レクリエーション用具無料貸与 件 
142 

※２ 
150 150 自 補 （現在値令和元年度） 

除雪機、軽トラックの無料貸与 件 ０ ４ ８ 自 補  

歳時買い物支援事業 件 0 １２ １６ 自 補  

きたきた希望の会 回 
２７ 

※１ 
４０ 継続 自 補 （現在値令和元年度） 

わんぱーくや児童館活動での地域交

流 
回 随時 随時 随時 受 受 

福祉施設・老人クラブ・民生 

委員・児童委員 

ほほえみ祝い金 件 
82 

※２ 
80 80 自 補 

自治会・町内会長、民生委員・ 

児童委員 

全戸訪問活動（再掲） 世帯 
２３４ 

※１ 
全世帯 全世帯 自 補 

自治会・町内会、民生委員・ 

児童委員 

小地域ネットワークの形成 件 随時 随時 随時 Ü 補 
自治会・町内会、民生委員・ 

児童委員 

地域課題の情報交換 件 随時 随時 随時 Ü 補 
関係機関・自治会・町内会、 

民生委員・児童委員 

現在値は令和３年２月末現在 

■市民や地域が取り組むこと■ 

○地域の行事など気軽にボランティア活動ができる機会や生き生きサロンなどの集え

る場の開催など、地域と関わる様々なきっかけづくりに努めます。 

○移動が困難な住民への支援など、行事や活動に参加したくてもできない住民に対し

て、地域としてできる支援を行い、活動への参加を促します。  
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施策２-２：バリアフリーの推進 

現状・課題 

市民誰もが、住み慣れた地域で安全・安心に暮らし、様々な日常の活動を行っていけ

るよう、生活環境の整備が必要であり、障がいにより支援や見守りが必要な人の環境整

備や施設等の建物の整備等、ハード、ソフト問わず、様々な整備が求められます。 

近年は、国、県、市の公共施設等はバリアフリーの視点での整備が進んできているほ

か、見守りが必要な人についても、民生委員・児童委員の協力を得ながら、一定の頻度

での訪問や電話による安否確認が行われています。 

市や社会福祉協議会では、地域での生活の維持、安全・安心の確保、利便性の確保等

に向けて様々に取り組んでいますが、地域の人々による暮らしやすい環境づくりに対す

る支援も必要と考えられます。 

施策の考え方 

公共施設等のバリアフリー化や心理的障壁をなくす活動を通じて、すべての人が暮ら

しやすい環境づくりに取り組みます。 

 

■市の取り組み■ 

施策の方向性 施策・事業 担当課 

市道や公共施設のバリアフリー化

や障がい者等用駐車場の普及を推

進し、誰もが安心して暮らせる環境

づくりを推進します。 

○公共施設等のバリアフリー化

の推進 
福祉課 

都市計画課 

建設課 

「声の広報」や「点字広報」など、

誰もが情報にアクセスできる暮ら

しを推進するため、ボランティア団

体の活動を支援します。 

○「声の広報」等のボランティア

団体の支援 
社会福祉協議会 

「ヘルプマーク」や「ヘルプカード」

「心のバリアフリーハンドブック」

の普及に取り組み、援助や配慮を必

要としている人が暮らしやすい地

域を目指します。 

○「ヘルプマーク」や「ヘルプカ

ード」の普及 
福祉課 

県 
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■社会福祉協議会の取り組み■ 

○バリアフリー意識の醸成 

 各学校の福祉活動から寄贈された車いす、スロープ、歩行器の無料貸与を行う

とともに、促進するための情報提供を行います。 

 介護保険非適用の方への福祉用具貸与を継続します。 

 広報誌「社協だより」の音声吹替えを行うとともに、市内の朗読ボランティア

による市広報、議会だより、地元新聞の音声吹替えと併せて視覚障がいの方へ

の無料提供を継続します。 

 児童、生徒を対象とした手話や点字などの福祉に関する出張授業を地域の人材

を活用しながら行います 

 

▼具体的な事業・活動内容 
※ 財源（自：自主財源 補：補助金 受：受託金） 

                       ※１ コロナ禍による影響あり 

※２ 令和元年度実績              

具体的な事業 

単位 目標値 財源※ 

協力団体 
年 現在 中間 期末 

事

業

費 

人

件

費 

車いす、スロープ、歩行器の無料貸

与 
件 

55 

※２ 
60 60 自 補 （現在値令和元年度） 

福祉用具安心サポート事業（介護保

険非適用者） 
件 

724 

※２ 
継続 継続 自 自 （現在値令和元年度） 

「社協だより」の音声吹き替え 件 6 4 4 自 補  

朗読ボランティア、手話通訳との連

携 
件 

０ 

※１ 
１２ １２ 自 補 ボランティア団体 

手話、点字の出前授業（再掲） 回 随時 随時 随時 自 補 ボランティア団体 

現在値は令和３年２月末現在 

 

■市民や地域が取り組むこと■ 

○認知症をはじめとした精神疾患や障がいなどの正しい知識を得るよう努め、間違っ

た情報からの偏見をなくし、誰もが暮らしやすい環境づくりを行います。 
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施策２-３：災害や犯罪に強い地域づくり 

現状・課題 

近年、多発傾向にある集中豪雨による河川の増水・氾濫、土砂崩れ等、自然災害への

対応や、大規模地震発生への備えとして、防災に対する意識が高まっています。 

市では、北秋田市地域防災計画に基づき、各種対策を講じていますが、その中で、高

齢者、子ども、乳幼児、妊産婦、障がい者（児）等の要配慮者や避難行動要支援者の安

全の確保について、地域住民、民生委員・児童委員、自主防災組織及び福祉ボランティ

ア団体等の協力のもとに、要配慮者や避難行動要支援者の平常時における実態を把握

し、災害時における情報の収集伝達及び避難誘導等、支援体制の確立に向けて取り組ん

でいます。 

また、住み慣れた地域で安全・安心に暮らし、様々な日常の活動を行っていけるよ

う、見守りが必要な高齢者等の安否確認、冬季の降雪への対応等、様々な対応が求めら

れます。 

地域の防災は、行政、社会福祉協議会、関係機関等の対応だけではなく、平常時はも

ちろん、災害時には、それぞれの地域での助けあいが何よりも重要です。まず、自助が

あり、共助があります。そうした環境づくり、意識づくりを平常時から進めていく必要

があります。 

いつ発生するか予想がつかない自然災害に対応するためには、自主防災組織の設立の

促進や強化を図ること、平常時から災害時に配慮、支援を必要とする人の把握や情報共

有を図ることが求められます。 

施策の考え方 

北秋田市地域防災計画や北秋田市災害時要配慮者避難支援プランに基づき、自主防災

組織の設立の促進、防災訓練や避難訓練の実施、避難支援体制の構築、災害時に配慮、

支援を必要とする人の把握や情報共有に努めます。 

いつ発生するか分からない自然災害に対応するために、支援を必要とする人の把握や

情報共有、防災訓練等が必要であり、平常時から災害時に配慮した避難支援体制の構築

を図ります。 

■市の取り組み■ 

施策の方向性 施策・事業 担当課 

「北秋田市災害時要配慮者避難支

援プラン」を策定します。 
○北秋田市災害時要配慮者避難

支援プランの策定 
福祉課 

災害発生時に配慮の必要な人を把握

し、避難行動要支援者名簿を作成し

ます。また、災害時に支援が必要な人

の理解を得ながら、その状況を調査・

把握し、対象者の同意のもとに社会

福祉協議会、自治会・町内会や民生委

員・児童委員、その他関係機関・団体

へ情報の提供を行います。 

○災害時避難行動要支援者名簿

の作成 
福祉課 

○災害時避難行動要支援者名簿

の配布 
福祉課 
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施策の方向性 施策・事業 担当課 

災害時、個別に避難行動に支援が必

要な人を対象に避難行動計画を進

めるとともに、避難時における地域

住民の協力を求めます。 

○避難行動要支援者個別計画の

策定 
福祉課 

北秋田市防災マップや防災ラジオ

などを用いて、地域の防災力強化に

努めます。 

○北秋田市防災マップや防災ラ

ジオの配布 
総務課 

地域から情報をもらいながら、空き

家の状況把握と対応策検討に努め

ます。 

○空き家対策推進 総務課 

 

■社会福祉協議会の取り組み■ 

災害支援は、地域のなかで住民が社会のつながりの必要性を感じることができる共通

課題です。大規模な自然災害が発生し、災害時の被災地支援に迅速かつ効果的に取り組

むためには、平時から災害を人とのつながりの中でどう備えていくかを意識していく必

要があります。防災や地域安全対策を支援しながらコミュニティの力を見直し、孤立さ

せない地域づくりへと発展させていきます。 

 

○災害対策の充実 

 市内の「災害ボランティア事前登録団体」「災害ボランティアリーダー登録制度」

のネットワーク拡大のため、企業や社会福祉法人との連携を強化します。 

 毎年、災害ボランティア団体研修会を開催し意識啓蒙に努めるとともに、災害

時の連携体制を構築します。さらに県内で災害ボランティアセンターが立ち上

がった際は活動支援を行いながら実践力を高めます。 

 大規模災害発生時には秋田県防災計画に基づき、秋田県社会福祉協議会と連携

して「災害ボランティアセンター」を設置、運営し、市民の復旧活動を支援し

ます。 

 災害備品をストックヤードで適切に保管、管理するとともに、地域内で有効活

用できるようＰＲします。 

 自治会、町内会向けの「災害研修会」を行い、災害時の支援体制や減災に向け

た地域づくりを図ります（再掲）。 

○地域の見守り体制の充実 

 高齢者世帯防火指導を継続して実施します。 

 全戸訪問活動で特殊詐欺防止などの周知や不審情報の収集を行います。 

 自治会町内会長や民生委員児童委員と連携して小地域ネットワークの形成を図

ります。 

 認知症高齢者等見守りネットワークの周知を行い、各関係機関と地域住民が協

力して地域全体で見守るしくみづくりを強化します。 

 要援護者の日頃の見守り活動、災害時の地域内での助けあい活動に活用するネ

ットワーク台帳の作成を各地区の民生委員児童委員と協力しながら充実させま

す。 

 あんしん電話（受託事業）を適切に運営しながらも今後の有り方について行政

と連携して検討を進めます。  
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○除雪対策 

 「福祉の雪事業」（受託事業）の適切な運営を行いながらより効率的な有り方に

ついて行政と検討を進めます。 

 「地域福祉活動支援事業」（再掲）における地域内の除雪支援を促進します。 

 学校単位の除雪ボランティア支援（再掲）を促進します。 

 除雪機、軽トラック無料貸与（再掲） 

○警察と連携した防犯体制の強化 

 北秋田警察署と「地域安全活動」の覚書締結に基づき、「地域見守りネットワー

ク」のステッカーを公用車に貼付し、犯罪や事故の発生抑止を図ります。また、

市内において緊急時に遭遇した場合は必要な通報を行うとともに安全対策を実

施します。 

 高齢者の徘徊等による行方不明に際しては、認知症高齢者等見守りネットワー

ク（再掲）による情報配信をはじめ、市中捜索等の協力を行います。 

 高齢者の詐欺被害防止のため、全戸訪問等やケアマネ等による注意喚起情報を

提供するとともに、地域包括支援センターや権利擁護事業等と連携して支援し

ます。 
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▼具体的な事業・活動内容 
※ 財源（自：自主財源 補：補助金 受：受託金） 

※１ コロナ禍による影響あり 

具体的な事業 

単位 目標値 財源※ 

協力団体 
年 現在 中間 期末 

事

業

費 

人

件

費 

災害ボランティア事前登録ネットワ

ーク 
団体 １５ １７ ２０ 自 補 市内社会福祉法人ほか 

災害ボランティアリーダー登録制度 名 １８ ２５ ３０ 自 補 市内社会福祉法人ほか 

災害ボランティア団体研修会 回 
０ 

※１ 
１ 継続 自 補 

登録団体 

（現在値令和元年度） 

災害ボランティアセンター設置 回 随時 随時 随時 自 補  

災害備品の管理 回 １ 継続 継続 自 補 管理チェック及び補充、貸出 

災害研修会（再掲） 回 0 １ 継続 自 補 自治会向け 

高齢者世帯防火査察指導 世帯 37 50 50 自 補 民生委員・児童委員 

全戸訪問活動（再掲） 世帯 
２３４ 

※１ 
全世帯 全世帯 自 補 

自治会・町内会、民生委員・ 

児童委員 

小地域ネットワークの形成（再掲）  随時 随時 随時 Ü 補 
自治会・町内会、民生委員・ 

児童委員 

認知症高齢者等見守りネット事業 
団体 17 20 ２５ 

自 補 

市内各施設・企業・団体 

市民 

名 37 ４０ ４０ 高齢者等登録者 

要配慮者ネットワーク台帳の確認 回 １ 継続 継続 Ü 補 民生委員・児童委員 

あんしん電話 人 ２７２ 継続 継続 受 補 代替案要検討 

福祉の雪事業 人 随時 随時 随時 受 補 
建設技能協会  

降雪状況による 

地域福祉活動支援事業（再掲） 件 ６３ ６５ ７０ 自 補 自治会・町内会 

除雪ボランティア支援 回 随時 随時 随時 Ü 補 
自治会・町内会、民生委員・ 

児童委員 

除雪機、軽トラックの無料貸与 件 0 ４ ８ 自 補  

警察との地域安全活動に基づく見守

り活動 
回 随時 随時 随時 Ü 補 

警察・市内各施設・企業・ 

団体・市民 

行方不明者捜索時の連携 回 随時 随時 随時 Ü 補 
警察・消防・自治会、民生委 

員 

権利擁護や他事業との連携 回 随時 随時 随時 Ü 補 
警察・自治会・町内会、民生 

委員 

現在値は令和３年２月末現在 

 

■市民や地域が取り組むこと■ 

○北秋田市防災マップに目を通し、暮らしている地域の災害時の状況や避難先につい

て把握するよう努めます。 

○関係機関と連携して、発生時の避難方法や避難支援についての情報共有を行います。 

○冬期の雪対策として、隣近所で協力して除雪作業に取り組むとともに、市や社会福

祉協議会に情報提供しながら、必要とされる対応に取り組みます。 
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基本目標３ 支えあいの「しくみ」づくり 

 
 

施策３-１：適切なサービスの提供と充実 

現状・課題 

市民が、地域の中で、自分が必要とする自分にあった福祉サービスを受け、安心して

生活できるよう、国、県、市、社会福祉協議会のそれぞれの制度等に基づいたサービス

が適切に提供されることが大切です。 

現在、市では、高齢、介護、障がい、子育て等の各福祉分野の個別計画を基本に、市

民ニーズを踏まえた施策・事業を実施しており、それぞれの計画の改定時には、その

時々の状況や利用者ニーズを勘案した見直しを行い、より適切な施策・事業の実施によ

り、求められる福祉サービスの提供に努めています。また、社会福祉協議会では、利用

者の声を聞きながら、在宅での日常生活のサポートを中心に、利用者のニーズに沿った

きめ細かいサービスの提供に努めています。 

市（行政）が提供する福祉サービス及び社会福祉協議会（社会福祉法人）が提供する

福祉サービスそれぞれに、質的、量的な充実が求められている中、市民の福祉ニーズを

拾い上げ、より満足度の高いサービスを提供することが今後の課題の１つであり、ま

た、必要とする福祉サービスの情報が必要とする人に届くような取り組みも重要と考え

られます。 

施策の考え方 

市の各福祉分野の計画に基づいた施策・事業を、市の関係部署や関係する機関、団体

等との連携で実施し、利用者の状況とニーズを把握しながら、必要な人へ必要な福祉サ

ービスを適切に提供できるような支援体制の充実を図るほか、広報きたあきた等、様々

な媒体を活用し福祉サービスをわかりやすく周知します。 

社会福祉協議会の事業や活動、サービス内容の周知を図り、必要な人にサービスが行

き届くよう取り組むとともに、サービスの質の向上に取り組みます。 

 

■市の取り組み■ 

施策の方向性 施策・事業 担当課 

広報きたあきたや市ホームペー

ジ、窓口設置のサービス紹介パン

フレット等を活用し、地域住民や

事業者に対し、福祉サービス、保

健、医療等の情報をわかりやすく

周知します。 

○福祉サービスの情報提供の充

実 
福祉課 

高齢福祉課 

医療健康課 
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施策の方向性 施策・事業 担当課 

高齢者や障がい者など情報を入手

することや手続きを行うことが難

しい人に対して、訪問などの個々

人の状況に合わせた適切な情報提

供や近隣住民、自治会・町内会、民

生委員・児童委員などの協力を求

めた本人負担の少ない方法を模索

します。 

○関係機関・団体との連携 福祉課 

高齢福祉課 

社会福祉協議会 

高齢、介護、障がい、子育て等の各

福祉分野のそれぞれの計画に基づ

き、市の関係機関、団体等と連携

し、必要な福祉サービスを計画的

に提供します。 

○各福祉分野の部門別計画に沿

ったサービスの提供 
福祉課 

高齢福祉課 

認知症高齢者、知的障がい者、精神

障がい者等が、地域で安心して暮

らせるよう、成年後見制度等、権利

擁護制度の周知や利用を図るとと

もに、権利擁護体制の整備に取り

組みます。 

○北秋田市成年後見制度利用促

進計画の策定 
福祉課 

高齢福祉課 

 

■社会福祉協議会の取り組み■ 

既存の制度やサービスでは十分に対応できない課題が社会化している場合は、社会福

祉協議会は新たな活動領域を開拓する役割を担います。ニーズに応じて高い専門性を有

するサービスを展開するとともに地域課題の共有化にも努めていきます。 

○介護保険外サービス体制 

 自費訪問介護事業を実施し介護保険非該当の方への支援を広げます。 

 外出支援サービス（受託事業）を適正に運営しながら今後の有り方について行

政と連携して検討を進めます（再掲）。 

 家族介護用品支給事業（受託事業）を適正に運営しながら今後の有り方につい

て行政と連携して検討を進めます（再掲）。 

○生活困難者支援体制 

 食の自立支援事業（受託事業） 

 日常生活自立支援事業を実施するとともに、地域内における理解を深めるため

に適正な情報提供を行います。 

 成年後見制度の法人後見を実施します。 

 コープフードバンクをはじめ市内企業との連携を拡大しながら一時的な食糧支

援を継続します。 

 「生活福祉資金貸付事業」（秋田県社会福祉協議会からの受託事業）や「たすけ

あい資金貸付制度」の相談窓口を設置して生活再建にむけた自立支援を促進し

ます。 
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▼具体的な事業・活動内容 

※ 財源（自：自主財源 補：補助金 受：受託金） 

                       ※１ コロナ禍による影響あり 

※２ 令和元年度実績                   

具体的な事業 

単位 目標値 財源※ 

協力団体 
年 現在 中間 期末 

事

業

費 

人

件

費 

自費訪問介護事業（介護保険非該当

者） 
人 

81 

※２ 
継続 継続 自 自 （現在値令和元年度） 

外出支援サービス（再掲） 人 １２２ 継続 継続 受 自 （現在値令和元年度） 

家族介護用品支給事業 人 ２６ 継続 継続 受 補  

食の自立支援事業 件 152 継続 継続 受 補  

日常生活自立支援事業 件 ３３ ３５ ４０ 受 補  

法人後見制度の実施 件 ０ ２ ２ 自 補  

食糧支援（フードバンク） 件 36 継続 継続 自 補 コープ東北・市内企業 

生活福祉資金貸付事業 件 
21 

 ※１ 
継続 継続 受 補 現在値はコロナの影響で増 

たすけあい資金貸付制度 件 
１１ 

※１ 
２０ ２０ 自 補 

民生委員・児童委員 

（現在値令和元年度） 

現在値は令和３年２月末現在 

 

■市民や地域が取り組むこと■ 

○福祉サービスや保健・医療・福祉にかかる制度について、情報の取得をこころがけ

ます。 

○市や社会福祉協議会などが開催する説明会、学習会などに積極的に参加し、福祉制

度やサービスの理解を深めます。 

○行政や関係機関に対し、わからないことを相談・質問するとともに、相談先がわか

らないなどの場合には民生委員・児童委員などに相談し、適切なサービス利用につ

ながるよう努めます。 
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施策３-２：情報提供と相談支援体制の充実 

現状・課題 

市民が地域で安心して暮らしていくためには、生活の中で生じる様々な問題や課題を

身近なところで気軽に相談できる体制が求められます。このため、市では、それぞれの

窓口対応を充実させるととともに、必要な場合、他の福祉分野や関係する機関、団体等

との連携を図っています。また、社会福祉協議会も、生活に係る様々な相談を受け、関

係機関等との連携により対応しています。 

近年、社会状況の変化等により、福祉ニーズが多様化してきている中、何らかの福祉

的支援を必要とする人や世帯が抱える課題も、多様化、複雑化しています。これまでの

それぞれの福祉分野の制度等による支援では解決が難しいような制度の狭間にある課題

や潜在的な課題も生じてきており、多機関等の連携による対応がさらに重要になってき

ています。また、この制度の狭間にある課題や潜在的な課題への対応は、行政や福祉関

係者だけでは難しく、地域の人々の支えあいが必要であるほか、課題を抱える人や世帯

など、地域の状況を把握する体制の整備も求められます。 

施策の考え方 

相談窓口や支援体制、福祉の制度等について、様々な機会や媒体を利用して、さらに

市民にわかりやすく広く周知がなされるよう取り組むとともに、それぞれの窓口で市民

の相談に応じながら、内容に応じて関係する部署や関係機関と連携するなど、総合的な

対応に努めます。 

地域住民の多様な生活課題や福祉ニーズの把握を強化し、必要な支援に向けて、住民

や行政、専門機関等の多機関等が連携した包括的な支援体制の整備を目指します。 

高齢者、児童、障がい者等の人権侵害、虐待防止のため、それぞれの関係機関等との

情報共有と連携により、早期の発見、相談体制の整備に努めます。 

相談支援体制の基盤強化やサービスの質の向上に向け、将来を見据えて、社会福祉協

議会の組織体制の充実に努めます。 

 

■市の取り組み■ 

施策の方向性 施策・事業 担当課 

相談支援体制を市の広報やホーム

ページ等の各種媒体を利用して、

広くわかりやすい形で地域住民等

に周知します。 

○広報きたあきたや市ホームペ

ージの活用 
福祉課 

高齢福祉課 

医療健康課 

地域包括ケアシステムの構築に向

け、包括支援事業の充実を図るな

ど、生活支援・介護予防サービスの

基盤整備の推進に取り組みます。 

○生活支援体制整備の推進（生

活支援コーディネーター及び

協議体の設置の推進等） 

高齢福祉課 



51 

施策の方向性 施策・事業 担当課 

身近な相談先として、「子育て世代

包括支援センター」、「基幹相談支

援センター」、「地域包括支援セン

ター」などの各分野の相談窓口に

おいて市民の相談に応じながら、

相談内容に応じて関係する部署や

関係機関と連携し、必要なサービ

スが受けられるよう総合的な対応

に努めるとともに、複数の窓口で

の手続きが必要な場合等、相談者

の負担に配慮しながらわかりやす

い窓口対応に努めます。 

○相談支援体制の連携強化 福祉課 

高齢福祉課 

医療健康課 

○相談窓口の充実 福祉課 

高齢福祉課 

医療健康課 

生活困窮者が、社会的に自立し安

心して暮らしていけるよう、各機

関・団体等と連携し必要な支援を

包括的に行います。 

○生活困窮者自立相談支援事業

等 
福祉課 

社会福祉協議会 

 

■社会福祉協議会の取り組み■ 

既存の相談支援等の取り組みを活かしつつ、地域住民の複雑化・複合化した支援ニー

ズに対応する包括的な支援体制を構築します。制度の縦割りを廃するとともに、社会的

なつながりの中で断らない相談支援の実施に努めます。 

 

○情報提供と相談体制の充実 

 相談支援事業（障がい者総合支援）の相談窓口をイオンタウン内に開設します。 

 無料法律相談会（受託事業）を２ケ月ごとに開設します。 

 「ケアプランセンターひだまり」をイオンタウン内に開設し介護や障がいをは

じめとする総合的相談窓口としての機能を高めます。 

 生活困窮者自立支援法に基づく「くらし相談センター」（受託事業）窓口を設置

し経済的困窮をはじめ、自殺、依存症、引きこもり等の社会的孤立や複合的な

課題解決に向けて各関係機関と連携して取り組み、自立を支援します。 

 ひきこもり状態にある方への自立支援として、居場所づくりを継続するととも

に、市内の企業や社会福祉法人との連携を拡大しながら自立支援を継続します。 
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▼具体的な事業・活動内容 

※ 財源（自：自主財源 補：補助金 受：受託金） 

※１ コロナ禍による影響あり 

具体的な事業 

単位 目標値 財源※ 

協力団体 
年 現在 中間 期末 

事

業

費 

人

件

費 

全戸訪問活動（再掲） 世帯 
２３４ 

※１ 
全世帯 全世帯 自 補 

自治会・町内会、民生委員・ 

児童委員 

広報誌「社協だより」発行（再掲） 回 6 4 4 自 補  

総合相談窓口の設置 ケ所 ５ 継続 継続 自 補  

無料法律相談会（再掲） 件 
２８ 

※１ 
42 42 受 補  

くらし相談センター窓口設置 件 ８６ 継続 継続 受 補 
弁護士・ハローワーク 

各団体 ほか 

きたきた希望の会（再掲） 回 
２７ 

※１ 
４０ 継続 自 補 （現在値令和元年度） 

現在値は令和３年２月末現在 

 

■市民や地域が取り組むこと■ 

○情報が入手しにくい状況の地域の人と、日常的な近所付き合いを通して、情報の共

有を行います。 

○自治会・町内会や民生委員・児童委員などが協力し、地域住民への情報の伝達を行

います。 

○自治会・町内会や学校等、地域のあらゆる場を通して情報発信と共有を行い、あら

ゆる人が、地域の活動や福祉サービスの内容を受け取ることができるように、主体

的な情報共有を行います。 
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施策３-３：支えあいネットワークの連携強化 

現状・課題 

人口減少や少子高齢化が進んでおり、住民が抱える生活課題が多様化、複雑化してい

る中で、その課題解決に向け、行政や福祉団体等と連携し、効果的に適切なサービスや

支援につなげる仕組みづくりが必要となってきています。 

多様な福祉ニーズに伴い、支援者の横のつながりを担う役割や取り組みが求められて

います。 

施策の考え方 

地域で課題を抱えた人が埋もれることなく、早期の段階で制度やサービスにつながる

よう、行政、関係機関・団体等と連携した福祉ネットワークの仕組みを構築していきま

す。 

■市の取り組み■ 

施策の方向性 施策・事業 担当課 

地域で孤立する高齢者の問題や、

地域住民が抱える病気や障がい、

その他生活のしづらさに周囲が気

付き、行政サービス等へ早期の段

階でつなげられるよう、自治会・町

内会、民生委員・児童委員といった

関係団体や社会福祉協議会等の関

係機関と協力しながら福祉ネット

ワークの形成を推進します。 

○福祉ネットワークの形成 福祉課 

高齢福祉課 

社会福祉協議会 

地域福祉の中核を担う民生委員・

児童委員の地域での活動の周知を

図るとともに、研修や情報提供の

充実を図り、活動を支援します。 

○民生委員・児童委員の活動支

援 
福祉課 

 

■社会福祉協議会の取り組み■ 

ともに生きる豊かな地域社会を実現するためには、社会福祉協議会が「連携・協働の

場」の機能を果たし、社会福祉法人をはじめ、福祉組織・関係者とともにプラットフォ

ームを強化していくことが大切です。そのためには社会福祉協議会組織への認知を高

め、さらに地域内での信頼性を構築していくとともに、行政とのパートナーシップを強

化していきます。 

 

  



54 

○支えあいネットワークの連携強化 

 認知症高齢者見守りネット事業（再掲） 

 各種ネットワーク会議への参画 

 民生委員・児童委員協議会との連携 

 小地域ネットワーク事業（再掲） 

 災害ボランティア事前登録ネットワーク（再掲） 

 災害ボランティアリーダー登録制度（再掲） 

 要援護者ネットワーク台帳の作成（再掲） 

 

▼具体的な事業・活動内容 

※ 財源（自：自主財源 補：補助金 受：受託金） 

具体的な事業 

単位 目標値 財源※ 

協力団体 
年 現在 中間 期末 

事

業

費 

人

件

費 

認知症高齢者等見守りネット事業

（再掲） 

団体 17 20 25 
自 補 

市内各施設・企業・団体 

市民 名 37 40 40 

各種ネットワーク会議への参画 Ü 随時 随時 随時 Ü 補  

民生委員・児童委員協議会との連携 Ü 随時 随時 随時 Ü 補 民生委員・児童委員協議会 

小地域ネットワークの形成（再掲） Ü 随時 随時 随時 Ü 補 
自治会・町内会、民生委員・ 

児童委員 

災害ボランティア事前登録ネットワ

ーク（再掲） 
団体 １５ １７ ２０ 自 補 市内社会福祉法人 ほか 

災害ボランティアリーダー登録制度

（再掲） 
名 １８ ２５ ３０ 自 補 市内社会福祉法人 ほか 

要援護者ネットワーク台帳の作成・

見直し（再掲） 
回 １ １ １ Ü 補 民生委員・児童委員 

現在値は令和３年２月末現在 

 

■市民や地域が取り組むこと■ 

○支援が必要な場合や課題を抱えたときに行政や関係機関などに早期から相談するよ

う心がけます。 

○課題を抱え、相談が難しい人が地域にいる場合、地域から行政や関係機関などに情

報をつなげます。 

○支援者がひとりで問題を抱えることなく、地域全体の問題として捉え、行政や関係

機関の支援に協力します。 
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第５章 成年後見制度のさらなる利用促進 

１ 成年後見制度のさらなる利用促進にあたって 

成年後見制度は、認知症や知的障がい、その他精神上の障がい等により判断能力が

不十分であるために、契約等の法律行為の意思決定が困難な方について、家庭裁判所

への申立手続きにより、成年後見人等を選任してその方の判断能力を補い、生命・身

体・自由・財産等の権利を擁護するための制度です。 

選任された成年後見人等が、本人に代わって介護・福祉サービス利用手続きや入院

手続きといった「身上監護」、預貯金管理、生活費等の支払い、不動産管理といった

「財産管理」を行うことで、本人を法的に守ることができます。 

また、成年後見制度の理念として、「ノーマライゼーション・自己決定の尊重とい

う理念と本人の保護の調和」が求められています。そのため、単に財産を管理するに

止まらず、本人の生活を支えること（身上配慮義務）が後見人の役割とされています。 

本制度は、平成11年の民法の一部改正によって、従来の禁治産制度が見直され、

平成12年から導入されましたが、全国的に制度が十分に活用されていない状況にあ

ります。 

こうした中、国は「成年後見制度の利用の促進に関する法律」（以下「促進法」と

いう。）を平成28年５月に施行し、この「促進法」に基づいた「成年後見制度利用促

進基本計画」（以下「国の基本計画」という。）が平成29年３月に閣議決定され、ノ

ーマライゼーション、自己決定権の尊重、身上保護の重視に向けた制度理念の尊重を

図ることとされました。 

また、市町村においても、「国の基本計画」を勘案した成年後見制度の利用の促進

に関する施策についての基本的な計画を定めるよう努めるとともに、成年後見制度の

利用を促進するための機関の設置やその他必要な措置を講ずるよう努めるものとさ

れました。 

このことを受け、認知症、知的障害その他精神上の障がい等により自身の財産管理

や日常生活等に支障があり支援を必要とする方（以下「権利擁護支援等が必要な方」

という。）に、包括的な支援が行き届く地域社会の実現に向けた施策を総合的かつ計

画的に推進します。 

□法定後見制度の類型 

区 分 対象となる方 援助者 

補助 判断能力が不十分な方 補助人 監 督 人 を 選

任することが

あります。 

保佐 判断能力が著しく不十分な方 保佐人 

後見 判断能力が欠けているのが通常の状態の方 後見人 
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○成年後見制度の利用の促進に関する法律より抜粋 ※平成 28 年５月１３日施行 

（市町村の講ずる措置） 

第 14 条 市町村は、成年後見制度利用促進基本計画を勘案して、当該市町村の区域におけ

る成年後見制度の利用の促進に関する施策についての基本的な計画を定めるよう努めるとと

もに、成年後見等実施機関の設立等に係る支援その他の必要な措置を講ずるよう努めるもの

とする。 

２ 市町村は、当該市町村の区域における成年後見制度の利用の促進に関して、基本的な事

項を調査審議させる等のため、当該市町村の条例で定めるところにより、審議会その他の合議

制の機関を置くよう努めるものとする。 

 

本章は、成年後見制度の利用促進に関する法律第１４条に基づく「成年後見制度利

用促進基本計画」に位置づけます。単独で計画を策定するのではなく、地域福祉計画

内にて施策や指針を定めることで、地域での福祉サービスのみならず、「北秋田市高

齢者福祉計画・介護保険事業計画」、「北秋田市障がい者計画・障がい福祉計画・障が

い児福祉計画」、その他関連する個別計画との整合、連携を図ります。 
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平成31年１月１日時点における全国の成年後見制度（任意後見・補助・保佐・後

見）の利用者数は合計で224,442人、対前年比約2.9％の増加となっています。 

開始原因としては認知症が最も多く、全体の約63.3％を占めています。 

□成年後見制度の利用者数の推移（全国）（成年後見関係事件の概況（裁判所資料）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□開始原因別割合（全国）（成年後見関係事件の概況（裁判所資料）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※開始原因「その他」には、発達障害、うつ病、双極性障害、アルコール依存症・てんかん

による障害等が含まれる。 
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成年後見人等（補助人・保佐人・後見人）と本人との関係は、「親族以外」が全体

の約78.2％と多く、「親族」（21.8％）を上回っており、親族よりも専門職等の第三

者が後見人に選任されることが多くなっています。 

□後見人等と本人との関係（全国）（成年後見関係事件の概況（裁判所資料）） 

 

【後見人等と本人との関係（2 区分）（全国）】 【親族以外の内訳（全国）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□市区町村長申立件数の推移（平成 25 年～平成 30 年）（成年後見制度の現状（厚生労働

省資料）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 

総件数（件） 34,215 34,174 34,623 34,444 35,486 36,186 

※後見開始、保佐開始、補助開始及び任意後見監督人選任事件の終局事件を対象としている。 
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「成年後見制度」については、「言葉は聞いたことがあるが、制度の内容は知らな

い」が33.7％、「言葉も聞いたことがないし、制度もまったく知らない」が26.6％、

「制度は知っているが、利用する予定はない」が24.0％回答されており、内容まで

は知らない状況が伺えます。 

また、全国調査（内閣府政府広報室「認知症に関する世論調査」令和２年１月）で

は、「聞いたことがなく、内容も知らない」は26.7％となっており、全国的にも認知

状況がまだ低調であることがわかります。 

□「成年後見制度」の認知状況（地域福祉に関するアンケート） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

問27　「成年後見制度」の認知〔％〕

N =

全　　　体 937

１０歳代・２０歳
代

35

３０歳代 56

４０歳代 84

５０歳代 130

６０歳代 219

７０歳以上 394

33.7

34.3

41.1

38.1

32.3

32.4

33.8

24.0

11.4

14.3

25.0

24.6

32.0

22.3

9.6

5.7

12.5

8.3

11.5

9.6

9.4

1.0

1.8

1.2

0.8

0.5

1.3

26.6

48.6

28.6

25.0

28.5

22.8

25.4

5.1

1.8

2.4

2.3

2.7

7.9

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

言葉は聞いたことがあるが、制度の内容は知らない

制度は知っているが、利用する予定はない

制度を知っており、今後必要になったら利用したい

制度を知っており、利用している

言葉も聞いたことがないし、制度もまったく知らない

無 回 答
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２ 成年後見制度の利用を促進するための取り組み 

■課題 

地域福祉に関するアンケート調査では68.3％が成年後見制度を聞いたことがある

または知っていると回答していますが、「利用している」は1.0％、「今後利用したい」

と回答しているのは9.6％にとどまっています。現在、超高齢社会の我が国で高齢者

のおよそ15％の人が認知症になるともいわれており、今後さらに必要性が高まるも

のと考えられますが、現状では周知が必要であり、利用しやすく、利用者が利用して

よかったと思える仕組みを確立していくことが課題です。 

■取り組み方針 

共に支えあい、支援が必要な人が住み慣れた地域で自分らしい生活を継続できるた

めの支援の一つとして制度を利用できるよう、以下の事項について検討・協議し、成

年後見制度の利用促進に係る体制整備を推進します。 

 

検討・協議する事項 

●権利擁護支援の地域連携ネットワークの役割（権利擁護支援の必要な人の発見・支援、早

期の段階からの相談・対応体制の整備、意思決定支援・身上保護を重視した成年後見制度

の運用支援体制の構築）を実現させる体制整備の方針 

●地域連携ネットワークの中核機関の整備・運営方針 

●地域連携ネットワーク及び中核機関の４つの機能（広報機能、相談機能、成年後見制度利

用促進機能、後見人支援機能）の段階的・計画的整備方針 

●「チーム」「協議会」の具体化の方針 

●成年後見制度の利用に関する助成制度のあり方 

 

■取り組みの方向及び内容■ 

○権利擁護支援の推進 

 人権擁護、権利擁護支援の啓発 

 個人情報保護のあり方に関するサービス事業者などへの周知・啓発 

 成年後見制度利用支援、成年後見に関する講演会・相談会の開催 

 法人後見人の育成、体制整備 

 

○成年後見制度についての普及・啓発 

 民生委員児童委員協議会、障害者支援施設等での研修の実施 

 

○高齢者施策・障がい者施策との連携 

 高齢者福祉計画・介護保険事業計画との連携 

 障がい者計画、障がい福祉計画、障がい児福祉計画との連携 

 成年後見制度利用支援事業の推進 

 日常生活自立支援事業の推進 
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□地域連携ネットワークと中核機関のイメージ（厚生労働省資料） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（厚生労働省資料） 
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第６章 計画の推進 

１ 計画推進の考え方 

計画推進にあたっては、地域住民をはじめ、地域、福祉団体、事業者等の参画や協

力のもと、市と社会福祉協議会が連携しながら、計画に記載された施策や事業に取り

組んでいきます。特に、地域福祉計画と地域福祉活動計画は、福祉の両輪として、そ

れぞれ必要な部分を補完しあいながら、整合性を持った施策や事業の推進が求められ

ることから、緊密な連携を図っていきます。 

地域福祉に関わる課題や問題は、福祉、保健、医療、教育、市民活動、まちづくり

等、多岐にわたり、市の多くの部署が関係することから、それらの課題等について、

庁内において共有し解決に向けて連携を図ります。また、制度の狭間や複合的な課題

などにも対応できるような、多機関等による包括的な相談支援体制の構築や強化に努

めながら計画の推進にあたります。 

２ 計画の進行管理 

本計画策定のため、住民関係団体等や福祉関係団体等の代表、行政や学識経験者等

により構成する「地域福祉計画・地域福祉活動計画策定委員会」を設置し、策定を行

いました。この委員会は、計画の進捗状況の評価や進行管理も担うこととなっており、

PDCA サイクルによる評価、検証を基本として、進捗状況の確認と進行管理を行い

ます。 

□進行管理における取り組み内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan（計画） 

・市、社会福祉協議会、地域住民、

関係団体などが協働し、「地域

福祉計画・地域福祉活動計画」

を策定 

・市、社会福祉協議会、地域住民、

関係団体などが協働し、地域全

体で取り組む 

Do（実施） 

・毎年度の取り組み状況の整理 

・地域福祉計画・地域福祉活動

計画策定委員会による評価 

Check（点検・評価） 

・評価結果を踏まえた事業手法

の改善 

Action（改善・見直し） 



63 

３ 計画の見直し 

本計画は、令和３年度から令和７年度までの５年間とし、計画が終了する令和７年

度に新たに計画を策定します。 

ただし、計画期間中に、地域福祉に関わる大きな状況の変化が生じた場合は、計画

の変更または改定を行います。 
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参考資料 

１ 計画策定の経過 

開催年月日 内    容 

令和2年 

9月4日～9月18日 
市民意識調査の実施 

12月11日 

第 1 回策定委員会 

・第１次地域福祉計画・地域福祉活動計画の評価について 

・市民意識調査の報告について 

・計画策定スケジュールについて 

令和3年 

2月1日 

第 2 回策定委員会 

・計画骨子・素案の協議 

2月12日 
第 3 回策定委員会 

・計画（案）の検討 

2月17日～3月2日 パブリックコメントの実施 

3月12日 

第 4 回策定委員会 

・パブリックコメントの結果報告 

・計画（最終案）の承認 
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２ 北秋田市地域福祉推進計画策定委員会設置要綱 

 

（設置） 

第１条 社会福祉法（昭和 26 年法律第 45 号）の規定に基づく、北秋田市地域福祉計画・地域福

祉活動計画（以下「計画」という。）の策定・評価にあたり、地域福祉の推進について広く市民の

意見を求め、総合的に計画を策定・評価するため、北秋田市地域福祉計画・地域福祉活動計画策

定委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

 

（所掌事務） 

第２条 委員会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。 

（１） 計画の策定に関すること。 

（２） 調査、分析、及び評価に関すること。 

（３） その他、計画策定・評価のために必要な事項に関すること。 

 

（組織） 

第３条 委員会は、委員 18 人以内をもって組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

（１） 学識経験を有する者 

（２） 社会福祉を目的とする事業を運営する者 

（３） 社会福祉に関する活動を行う者 

（４） 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認めた者 

 

（任期） 

第４条 委員の任期は、委嘱の日から令和８年３月３１日までとする。ただし、任期中において委

員の交代があった場合の後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 

（委員長） 

第５条 委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。 

２ 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。 

 

（会議） 

第６条 委員会は、会長が招集し、その議長となる。 

２ 委員会は、委員の過半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。 

３ 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことが

できる。 

 

（庶務） 

第７条 委員会の庶務は、健康福祉部福祉課地域障がい福祉係において処理する。 
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（委任） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って

定める。 

 

附則 

 

（施行期日） 

１ この要綱は、公布の日から施行し、令和２年４月１日から適用する。 

 

（最初の会議の招集） 

２ この要綱による最初の委員会の会議は、第６条第１項の規定にかかわらず、市長が招集する。 

 

（失効） 

３ この要綱は、令和８年３月３１日をもって、その効力を失う。 
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３ 北秋田市地域福祉推進計画策定委員会委員名簿 

№ 区  分 所属団体・職名 氏   名 備   考 

1 地域代表 鷹巣民生委員児童委員協議会長 柏木 清一  

2 地域代表 合川民生委員児童委員協議会長 木村 信郎  

3 地域代表 森吉民生委員児童委員協議会長 北林 明美  

4 地域代表 
阿仁民生委員児童委員協議会 

主任児童委員 
佐藤 千津  

5 地域代表 鷹巣地区自治会長会 会長 石川 仁司 副会長 

6 地域代表 合川地区自治会長会 会長 藤岡 茂憲  

7 地域代表 森吉地区自治会長会 会長 春日 俊克  

8 地域代表 阿仁地区自治会長会 会長 石田 一男  

9 地域代表 連合婦人会 副会長 五代儀 節子  

10 地域代表 老人クラブ連合会 会長 田口 悦郎  

11 学識経験者 鷹巣中学校長 柴田 保  

12 障害者団体等 身体障害者協会 理事 飛澤 悦子  

13 福祉保健事業 認定こども園しゃろーむ 園長 小塚 光子  

14 福祉保健事業 
障がい者生活支援センターささえ 

相談支援専門員 
中村 智子  

15 福祉保健事業 
介護老人保健施設もりよし荘 

事務長 
鈴木 要 会 長 

16 福祉保健事業 
障害者就労支援施設 

フードセンターたかのす 施設長 
近藤 テイ子  

17 福祉保健事業 
訪問看護ステーション実 

管理者 
伊藤 芙美子  

18 福祉保健事業 
NPO 法人ハッピーデリバリー 

理事長 
佐藤 信子  

19 事務局 北秋田市健康福祉部福祉課地域障がい福祉係  

20 事務局 社会福祉法人 北秋田市社会福祉協議会  

※所属は委嘱当時のものとしております。 
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